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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

１．建学の理念 

学校法人プール学院（以下、「本学院」という。）の建学の理念は、「学校法人プール

学院寄附行為」（以下、「寄附行為」という。）の前文で次のように述べられている。 

 

終始一貫日本聖公会所属の教育施設として、「神の栄光のために」キリスト教の精神

を根底とする霊的人格教育を行ってきた。そして、これは将来においても永久に守られ

るべきものである。 

 

また「寄附行為」第３条において、本学院の目的を、「キリスト教精神による教育事業を

行い、人類の福祉に貢献すること」としている。  

 

２．プール学院ミッションステートメント 

本学院では、次のように「プール学院ミッションステートメント」を定め、本学院の使

命を明確に示している。 

 

プール学院ミッションステートメント 

(1)  建学の理念 

プール学院は近代日本の黎明期である明治 12( 1879) 年、女子の教育機関として出発

をした。英国国教会に所属する宣教団体によって、日本の女子にキリスト教を基軸と

する宗教的情操と高い文化的教養を身につけさせるために創立され今日に至っている。

その建学の理念は寄附行為前文に明らかである。そこには次のように記されている。

「終始一貫日本聖公会所属の教育施設として、『神の栄光のために』キリスト教の精神

を根底とする霊的人格教育を行ってきた。これは将来においても永久に守られるべき

ものである」。この前文において、プール学院の教育研究の営みはすべて「神の栄光の

ために」行われることが明示されている。また第２章、「目的および設置する学校」に

おいて「この法人は、教育基本法および学校教育法に従い、キリスト教精神による教

育事業を行い、人類の福祉に貢献することを目的とする」と学院の使命を明確にして

いる。キリスト教の精神を根底とする霊的人格教育とは、いわゆるヒューマニズムに

基づく人間教育を超えて、神の前に一人立つ主体の形成を以って、人類社会に貢献す

ることを目指す教育のことである。このような価値観は現実社会の支配的論理、風潮

に与することなく、イエス・キリストの生涯に示されている「愛と奉仕」を模範とし

て生き、「真理はあなたたちを自由にする」という聖書の言葉を根拠にして学ぶことを

要請する。プール学院の教育理念が、ここに基盤を置いていることをまず確認しなけ

ればならない。このことは時として、高度にシステム化され、合理化された現実社会

の経営的視点から見れば、非現実的で不合理に見えることがあることも否定できない。

学校経営が昨今の新国家主義的教育改革や新自由主義経済に基づく競争環境の中で、

大きく変化することを求められている状況下にあってはなおさらである。加えて本学

院のような霊的人格教育を標榜する教育は、数値化される学校評価の対象とはなりに

くい面があることも事実であり、こういう宗教的教養教育を目指す理念そのものが、
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現実社会に受容されにくいこともある。しかし 130 年を超える、プール学院の歴史を

紐解けば、いかなる困難な状況下の学校経営にあっても「キリスト教の精神を根底と

する霊的人格教育」への熱意と実践こそが、あらゆる窮状を乗り越え、今日を迎えて

いることも確かなことである。今後いかなる時代、いかなる環境の中にあっても、こ

の建学の志を失って学院が存続することはありえない。プール学院のミッションは「キ

リスト教の精神を根底とする霊的人格教育」をもって、世界に奉仕するという一点に

収斂するのである。 

 

(2)  霊的人間教育の成立 

1. プール学院の霊的教育は毎日の礼拝にその根拠を持つ 

 プール学院は創立以来、神への祈りを持って教育を開始することを学校の指針と

してきた。礼拝という行為を通じて、この学院で学び、働くことの意味を確認しれな

ければならない。学院の構成員はすべてこの礼拝に招かれている。同時に礼拝を守る

責任を負う。プール学院は「祈る」学校であることを忘れてはならない。 

2. プール学院の霊的教育は教職員の人格を通じて行なわれる 

 プール学院に働く教職員は生徒、学生との出会いの中で共に神に愛される存在とし

ての教育的、人格的交わりを行う。教職員の高い人格的資質が生徒、学生を真に学び

つつ生きる存在へと変革する。教職員は自ら人格の完成に努めなければならない。 

3. プール学院の霊的教育は生徒・学生中心の教育（カリキュラム）を要請する 

 学校の中心は生徒、学生であることを強く認識する。いかなる存在も神から愛さ

れているかけがえのない存在であることを決して忘れてはならない。そのことを前提

として生徒学生への厳しい教育指導は成立する。 

4. プール学院の霊的教育は保護者や地域社会・教会との協働によって成立する 

 社会的存在として生徒、学生を成長させるために、保護者と地域の協力は不可欠

である。プール学院のキリスト教学校としての教育姿勢を保護者と地域に絶えず伝達

していかなければならない。学校は保護者また地域と協働していくために最大限の努

力をする。また霊的教育のために教会の協力を求めなければならない。 

 

(3)  目指す人間像 

プール学院は建学の理念に基づき目指すべき「神の栄光のために」生きる人間像を「愛

と奉仕」をモットーに次のように定める。 

1. グローバルな視野に立ち、愛と教養を持って社会に貢献できる人間 

2. 精神的なもの、目に見えないものに価値を置き他者に奉仕できる人間 

3. 困難や逆境に負けない忍耐力を持った問題解決のできる人間 

 

(4)  組織理念 

プール学院は組織運営の理念を、聖書のコリントの信徒への手紙１、第 12 章に展開

されている「キリストのからだ」についての表現に見出だす。 

 

・「だから多くの部分があっても一つの体なのです。」（20 節） 
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・「それで体に分裂が起こらず、互いに配慮し合っています。」（25 節） 

・「一つの部分が苦しめば、すべての部分がともに苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、す

べての部分がともに喜ぶのです。」（26 節） 

・「あなた方はキリストの体であり、また、一人一人はその部分です。」（27 節） 

 

これらの文言に示されたキリストを頭とする有機的な、配慮しあう組織こそプール学

院の組織理念でなければならない。 

それぞれの学校はプール学院というキリストを中心とする一つのからだとして支え

合わなければならない、それぞれ働き人も一つのからだを構成する大切な部分として尊

重されなければならない。プール学院はこの組織理念に基づいて組織運営を行なってい

く。 

 

(5)  経営理念 

・未来に輝く 

 教育そのものが未来を創造する働きであることを認識し、希望を持って教育に当た

る。 

・協働する組織 

 定めた組織理念に基づき、使命を持った教育集団として教育職、事務職共に協働す

る。 

・いのちへの畏敬 

 かけがえのない生徒、学生のいのちに畏敬を持って向かい合い、尊厳ある存在とな

る。 

・質の高い教育 

 生徒、学生の満足する、質の高い教育を実践するために研修、研究を怠らず行なう。 

・変革への努力 

 新しい時代に対応する、新しい教育を実践するため、絶えず現状を変革する意欲を

持つ。 

・人材の育成 

 教育の成否はすべて働き人の情熱と意欲にある。これを持つ人材育成を行なう。 

・法令順守 

 自己組織内でしか通用しない論理、精神構造を改革し、社会に説明可能な運営を行

なう。 

・危機管理 

 組織維持、自己保存的傾向から問題への対応に、遅れを生じさせない管理体制をつ

くる。 

・社会貢献 

 学校行事の公開、ボランティア活動などを通じ地域を始め社会への積極的貢献を行

なう。 

・強い財務体質 

 長期的展望に立った教育の展開のために強い財務体質を作ることを優先課題とする。 
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３．本学の使命・目的 

本学院の建学の理念に基づき、プール学院大学（以下、「本学」という。）の使命・目

的を、「キリスト教の愛と奉仕の精神に基づいた神への畏敬と人間の尊厳を理念とし，学

術の中心として広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，人類の福祉と

人間文化の発展に寄与することを目的とする」と定めている。 

また、プール学院大学大学院（以下、「本学大学院」という。）の使命・目的を、「キ

リスト教の精神に基づいた神への畏敬と人間の尊厳を理念とし、社会の要請に応え、高度

にして専門的な学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、民主的教養と国際

的理解を有し、世界の市民として人類の福祉と人間文化の発展に貢献できる人材を育成す

ること」と定めている。 

 

４．本学の個性と特色 

(1)  キリスト教教育 

本学は、建学の理念に基づき、キリスト教の精神に根ざした教育を行っている。すべて

の学部・学科で、キリスト教科目は必修となっている。授業期間及び期末試験期間中は、

全学生・教職員を対象に、講話や聖書朗読などを内容とした15分間のチャペルタイムを毎

日実施している。また、教授会、大学院研究科委員会、運営委員会など主要な会議にはチ

ャプレンが出席し、祈りをもって始めている。さらに、社会活動や奉仕活動などで活躍さ

れている方々の話を聞く全学集会「アセンブリー」やクリスマス礼拝等の全学行事を通じ

て人格形成教育を行っている。チャペルタイムや全学行事は、本学大学院の学生も対象と

している。 

 

(2)  チューター制度 

本学ではチューター（担任）制度をとっている。各学年で必修科目として開設している

ゼミ形式の授業の担当者がチューターとなり、ゼミを通した学修指導のほか、教学上や学

生生活での相談、就職活動のアドバイスなど、学生一人ひとりを大切にする教育を行って

いる。また本学大学院では、１年次から各学生の修士論文指導教員が指導にあたっている。 

 

(3)  学生支援 

 本学では、学生支援センターを設置し、学生が抱える学修、進路、対人関係、心身の健

康など様々な相談に応じて学生の修学を支援している。これは、学生に関わる様々な援助

ニーズに対し、人的・組織的連携によって学生支援を行うもので、上記のチューター制度

のバックアップにもなっている。 

 

(4)  地域連携 

本学は、「企業と連携、地域と協働」をスローガンに、地域に根ざした教育を行ってい

る。具体的には、地元企業や地域の団体・教育機関等との連携により、学生が地域での様々

な体験を通して実践的な学修を行っている。国際文化学部教養学科では、インターンシッ

プやフィールドワークを行っている。教育学部教育学科では、教育や保育の現場での学び
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を重視し、教育実習、保育実習、介護等体験以外にも、４年間を通じてインターンシップ

を行えるようにしている。本学大学院では、異文化間協働を実践的に学ぶため、サービス・

ラーニング（社会奉仕活動を通した学修）を必修としている。こうした現場での実体験は、

学生の将来のキャリアにも大きくつながっている。 

 

Ⅱ．沿革と現況 

１．本学の沿革 

本学院の創設は、明治 12( 1879) 年に英国聖公会宣教師ミス・オクスラドによって設立さ

れた永生学校に遡る。明治 23( 1890) 年に校舎建築に尽力したプール主教を記念して校名を

「プール」とし、以来一貫してキリスト教の精神に基づく教育を行ってきた。 

 以下、創立から現在に至る略年表を掲げる。 

 

西暦 年号 月 事 項 

1879 明治 12 ６ ミス・オクスラドが大阪川口居留地に永生学校を開校 

1883 明治 16 12 プール監督（主教）来日 

1890 明治 23 １ プール主教を記念して校名をプール女学校と改称 

1917 大正６ 11 大阪市勝山に校舎を建築し移転 

1947 昭和 22 ４ 新学制によるプール学院中学校発足 

1948 昭和 23 ４ プール学院高等学校発足 

1950 昭和 25 ４ プール学院短期大学( 英文科）開学 

1982 昭和 57 ４ プール学院短期大学を堺市泉北ニュータウンに移転 

1984 昭和 59 ４ プール学院短期大学に秘書科を開設 

1996 平成８ ４ 
プール学院大学( 国際文化学部国際文化学科）開学 

プール学院短期大学をプール学院大学短期大学部に改称 

2000 平成 12 ４ プール学院大学大学院を設置 

2006 平成 18 ４ プール学院短期大学部に幼児教育保育学科を開設 

2007 平成 19 ４ プール学院大学国際文化学部に子ども教育学科を開設 

2008 平成 20 ４ プール学院大学国際文化学部に英語学科を開設 

2012 平成 24 ４ 
プール学院大学国際文化学部国際文化学科と英語学科を改組し、

教養学科を開設 

2014 平成 26 ４ 
プール学院大学国際文化学部子ども教育学科を改組し、教育学部

教育学科を開設 

 

 

２．本学の現況 

・大学名  

プール学院大学 

・所在地  

〒590- 0114  大阪府堺市南区槙塚台４丁５番１号 
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・学部の構成 

 大学院    国際文化学研究科（平成 28(2016) 年度募集停止） 

 国際文化学部 教養学科（平成 28( 2016) 年度募集停止） 

        子ども教育学科（平成 26( 2014) 年度募集停止） 

 教育学部   教育学科（平成 26( 2014) 年度開設） 

・学生数、教員数、職員数（平成 28( 2016) 年５月１日現在） 

 学生数 576人（学部 574人、大学院 2 人） 

 教員数 113人（専任 37 人、非常勤 76 人） 

 職員数  42 人（パート、非常勤職員、派遣職員等含む） 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1 の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

意味・内容の具体性と明確性 

簡潔な文章化 

（1）1－1 の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1－1－① 意味・内容の具体性と明確性 

１．使命・目的 

建学の理念に基づき、本学の使命・目的を、「キリスト教の精神に基づいた神への畏敬

と人間の尊厳を理念とし、社会の要請に応え、学術の中心として広く知識を授けるととも

に、深く専門の学芸を教授研究し、民主的教養と国際的理解を有し、世界の市民として人

類の福祉と人間文化の発展に貢献できる人材を育成すること」と定め、本学学則第１条（学

則第１条）に明記している。 

本学大学院については、その使命・目的を、「キリスト教の精神に基づいた神への畏敬

と人間の尊厳を理念とし、社会の要請に応え、高度にして専門的な学術の理論及び応用を

教授研究し、その深奥を究めて、民主的教養と国際的理解を有し、世界の市民として人類

の福祉と人間文化の発展に貢献できる人材を育成すること」と定め、本学大学院学則第１

条に明記している。 

本学は、使命・目的を具体的かつ明確に示している。 

 

２．教育目的 

 本学に設置する学部学科の教育目的を、本学学則に次のように明記している。 

 

教育学部教育学科 

教育学部教育学科は，人々が文化を継承し新たな時代の担い手になるための働きかけ

である教育という営みについて，専門的に教育研究することを通じ，社会に有為な実践

力のある人材育成を行うことを目的とする。 

 

また、募集を停止した国際文化学部及び大学院国際文化学研究科の教育目的は次のとお

りである。 

 

国際文化学部教養学科 

国際文化学部教養学科は、専門分野を横断する柔軟な思考力や、自己のキャリア形成

を実現するための実践力を養い、様々な職業分野における協働の実践を通じて地域に貢

献する人材の育成を目的とする。 
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国際文化学部子ども教育学科 

子ども教育学科は，子どもが文化を継承し新たな文化の担い手になるための働きかけ

である教育という営みについて，専門的に教育研究することを通じ，社会に有為な実践

力のある人材育成を行うことを目的とする。 

 

大学院国際文化学研究科異文化間協働専攻 

国際文化学研究科異文化間協働専攻は，グローバル化の進展する世界において，地域

の文化を理解し，異文化間の接触・交流によって生じる現象を多様な側面からとらえ，

人類の共生を実現するための国際協働に尽力することのできる専門家を養成すること

を目的とする。 

 

以上のとおり、本学は教育目的を具体的かつ明確に示している。 

 

1－1－② 簡潔な文章化 

前項で示したように、本学の使命・目的及び教育目的は、学則において簡潔に文章化さ

れている。本学の使命・目的及び教育目的は、本学ホームページでも明示している。 

 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

今後も本学の使命・目的及び教育目的を明確に示す。 

 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2 の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

個性・特色の明示 

法令への適合 

変化への対応 

 

（1）1－2 の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1－2－① 個性・特色の明示 

１．キリスト教教育 

本学は、建学の理念に基づき、キリスト教の精神に根ざした教育を行っている。すべて

の学部・学科で、キリスト教科目を必修としている。授業期間及び期末試験期間中は、全

学生・教職員を対象に、講話や聖書朗読などを内容とした15分間のチャペルタイムを毎日

実施している。また、教授会、大学院研究科委員会、運営委員会など主要な会議にはチャ

プレンが出席し、祈りをもって始めている。さらに、社会活動や奉仕活動などで活躍され

ている方々の話を聞く全学集会「アセンブリー」やクリスマス礼拝等の全学行事を通じて
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人格形成教育を行っている。チャペルタイムや全学行事は、本学大学院の学生も対象とし

ている。 

こうしたキリスト教の精神に基づく教育は、本学の使命・目的及び教育目的に反映され、

本学学則及び本学大学院学則それぞれの第１条に「キリスト教の精神に基づいた神への畏

敬」という表現で明示されている。 

 

２．チューター制度 

本学ではチューター制度をとっている。各学年で必修科目として開設しているゼミ形式

の授業の担当者がチューターとなり、ゼミを通した学修指導のほか、教学上や学生生活で

の相談、就職活動のアドバイスなど、学生一人ひとりを大切にする教育を行っている。ま

た本学大学院では、１年次から各学生の修士論文指導教員が指導にあたっている。 

 学生一人ひとりを大切にする教育は、本学の使命・目的及び教育目的に反映され、本学

学則及び本学大学院学則それぞれの第１条に「人間の尊厳」という表現で明示されている。 

 

３．学生支援 

 本学では、「学生支援センター」を設置し、学生が抱える学修、進路、対人関係、心身

の健康など様々な相談に応じて学生の修学を支援している。これは、学生にまつわる様々

な援助ニーズに対し、人的・組織的連携によって学生支援を行うもので、上記のチュータ

ー制度のバックアップにもなっている。 

学生一人ひとりに質の高い教育を保障するための学生支援は、本学の使命・目的及び教

育目的に反映され、本学学則及び本学大学院学則それぞれの第１条に「人間の尊厳」とい

う表現で明示されている。 

 

４．地域連携 

本学は、「企業と連携、地域と協働」をスローガンに、地域に根ざした教育を行ってい

る。具体的には、地元企業や地域の団体・教育機関等との連携により、学生が地域での様々

な体験を通して実践的な学修を行っている。国際文化学部教養学科では、インターンシッ

プやフィールドワークを行っている。教育学部教育学科では、教育や保育の現場での学び

を重視し、教育実習、保育実習、介護等体験以外にも、４年間を通じてインターンシップ

を行えるようにしている。本学大学院では、異文化間協働を実践的に学ぶため、サービス・

ラーニング（社会奉仕活動を通した学修）を必修としている。こうした現場での実体験は、

学生の将来のキャリア形成にも大きくつながっている。 

様々な地域連携による教育は本学の個性・特色のひとつであるが、このことは本学の使

命・目的及び教育目的に反映されており、本学学則及び本学大学院学則それぞれの第１条

に、社会の要請に応える人材育成として明示されている。 

 

1－2－② 法令への適合 

本学は、学校教育法第83条に即して本学の目的を定めている。また、大学設置基準第２

条（教育研究上の目的）に即して、学部・学科ごとに人材の養成に関する目的・教育研究

上の目的を定めている。本学大学院は、大学院設置基準第１条の２（教育研究上の目的）
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に即して人材の養成に関する目的・教育研究上の目的を定めている。 

また、「学校教育及び国立大学法人法の一部を改正する法律」（平成26年法律第88号）及

び「学校教育法及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令（平成26年文部科学省

令第25号）に伴い、平成27(2015)年度より教授会の運営などのガバナンスの見直しを図っ

た。 

本学は学校教育法等を遵守して、大学の使命・目的及び教育目的を適切に定め、教育研

究を行っている。 

 

1－2－③ 変化への対応 

本学院では、昭和26(1951)年に定めた寄附行為では明文化されなかったが、それ以前か

らも伝統的に受け継がれてきた「神の栄光のために」というモットーがあった。建学の理

念をより明確にするため、平成24(2012)年度に寄附行為を変更し、そのモットーを寄附行

為の前文に加えるとともに、本学院の使命を明確に示すため、「プール学院ミッションス

テートメント」を定めた。 

平成26(2014)年度には、学則第１条に定める大学及び学部の目的について、見直しを行

い、平成27(2015)年度より、学則第１条に教育研究の成果を広く社会に提供するため、地

域社会に貢献する人材を育成することなどを明記した。 

また、本学は、社会の要請に応える人材育成を行うため、新たな学部・学科を設置して

きた。具体的には、平成19(2007)年度に国際文化学部子ども教育学科を設置し、平成

20(2008)年度に国際文化学部英語学科を設置した。平成24(2012)年度には国際文化学部の

国際文化学科と英語学科を改組して教養学科を設置し、平成26(2014)年度には国際文化学

部子ども教育学科を改組して教育学部を設置した。それに伴い、大学の使命・目的及び教

育目的を変更した。 

 

図１－２－１ 学部学科の変遷 

 

 

なお、国際文化学部及び大学院国際文化学研究科については、全学科で学生募集を停止

しているため、全ての在学生が出学した学科より順次廃止の手続きを行う。さらに、教育

学部については、桃山学院大学に継承することを平成 27(2015)年 11 月に学校法人桃山学

院と基本合意したため、慎重に協議を進めていく。 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

国際文化学部及び大学院国際文化学研究科が学生募集を停止し、教育学部を桃山学院大
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学に継承する協議を開始したため、将来的にプール学院大学は廃止する可能性がある。今

後、理事会での決定に基づき、適切に対応していく。 

 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3 の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

 

（1）1－3 の自己判定 

基準項目 1－3 を満たしている。 

 

（2）1－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1－3－① 役員、教職員の理解と支持 

 大学の使命・目的及び教育目的については、執行部会議や運営委員会、教授会、理事会

などの各会議で検討しているため、役員と教職員の理解と支持を得ている。 

 また、学院全体の使命・目的を明示する「プール学院ミッションステートメント」につ

いては、教職員に毎年度配付している「年度方針」の冒頭部に全文を掲載するなど、教職

員の理解が深まるよう努めている。 

 

1－3－② 学内外への周知 

本学の使命・目的及び教育目的は、本学ホームページや学生に配付する「STUDENT 

HANDBOOK」及び「履修の手引き」に明示し、学内外に周知している。 

 

1－3－③ 中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

本学院は、平成 25(2013)年度に、平成 25(2013)年度から平成 29(2017)年度の５ヶ年に

わたる中長期計画「学校法人プール学院経営改善計画」（以下、「経営改善計画」という。）

を策定した。この経営改善計画は本学院の建学の理念及びプール学院ミッションステート

メントに基づいて策定され、本学院の教職員がプール学院ミッションステートメントを共

有するために毎年創立記念日に学院全体研修会を行うこと、教育研究組織の見直しを行う

こと、チューター制度を充実させ学生一人ひとりの進路保障を行うことなどが述べられて

いる。このように、中長期計画「経営改善計画」は、本学の目的及び教育目的を反映した

ものである。 

各学部学科、研究科のアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポ

リシーについても、本学の使命・目的及び教育目的が反映されるよう策定している。 

 

1－3－④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

国際文化学部教養学科の教育目的は、「専門分野を横断する柔軟な思考力や，自己のキ
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ャリア形成を実現するための実践力を養い，さまざまな職業分野における協働の実践を通

じて地域に貢献する人材の育成」である。 

教育学部教育学科の教育目的は、「自己を確立するとともに他者を尊び，愛と奉仕を実

践できる豊かな人間性に基づき，人々が文化を継承し新たな時代の担い手になるための働

きかけである教育という営みについて，専門的な教育研究を行うことを通じ，高い学識と

グローバルな視野を持ち，社会に貢献する有為な人材を育成すること」である。 

これらは、大学の教育目的に合致したものであり、教育研究組織構成との整合性も確保

されたものである。 

 

（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命・目的及び教育目的が、今後も中長期計画、教育研究組織、３つのポリシー

等との間で整合し有効性を保つよう、随時、建学の理念及びプール学院ミッションステー

トメントに基づく見直しを行っていく。 

 

 

［基準 1 の自己評価］ 

本学は、学則で本学の使命・目的及び教育目的を具体的かつ明確に文章化し、本学ホー

ムページや学生への配付物で学内外に周知している。本学の使命・目的及び教育目的の策

定や改定は、学校教育法等の法令を遵守しつつ、社会情勢等の変化に対応し、理事、教職

員が関与・参画する過程で関係者の理解と支持を得て行っている。本学の使命・目的及び

教育目的は、本学の個性・特色を反映し、中長期計画、教育研究組織、３つのポリシー等

との間で整合し有効性を保っている。以上のように、本学は基準１を満たしている。 
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基準 2．学修と教授 

 

2－1 学生の受入れ 

《2－1 の視点》 

2－1－① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

2－1－② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

2－1－③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

（1）2－1 の自己判定 

 基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2－1－① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

 アドミッションポリシーは、本学の使命・目的及び教育目的に基づき、本学の求める人

材像を示している。その策定にあたっては、「経営改善計画」に定めるキャリア教育への視

点も重視し、卒業後の進路として想定される教員や保育職を見据えたものとしている。教

育学部教育学科のアドミッションポリシーは次のとおりである。 

  

教育学部教育学科 

・「人が好き」「子どもが好き」という気持ちを持ち続ける人 

・人々とのコミュニケーションをはかり、協働できる人 

・教育や保育、健康・スポーツの学びに対する旺盛な探究心と柔軟な思考力を持つ人 

・教育学を通じて社会に貢献する意欲と情熱を持つ人 

 

 アドミッションポリシーは、「campus guide 」「入試ガイド」「学生募集要項」に明記し

ている。高校教員対象説明会やオープンキャンパスでは、高校教員・入学希望者・高校生・

保護者に説明する機会を必ず設けている。 

 また、ホームページ上でも公開し、広く社会に周知している。 

 

2－1－② 入学者受け入れ方針に沿った学生受入れの方法の工夫 

 本学では、適切な学生受入れを実施するために「プール学院大学入学者選考規程」を定

めるとともに、入試広報委員会を設置している。入試広報委員会では、文部科学省から毎

年度通知される「大学入学者選抜実施要項について」に則り、かつアドミッションポリシ

ーに沿った入学者選抜方法等を検討し、教授会で審議する原案を作成している。 

 具体的な入学者選抜方法としては、指定校推薦入学選考、公募制推薦入学選考、一般選

考、センター試験利用選考、AO選考等を実施している。概要は次のとおりである。 
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表２－１－１ 平成 29( 2017) 年度入試の種別と選考内容 

入試種別 選考内容 

指定校推薦入学選考 

本学が指定する高等学校において、成績評価が一

定の基準を満たす受験生のみ対象とする。面接、

書類審査で選考する。 

公募制推薦入学選考 学習適性テスト、面接、書類審査で選考する。 

一般選考 筆記試験と書類審査で選考する。 

センター試験利用選考 大学入試センター試験の得点で選考する。 

AO選考 
事前の面談及び課題提出を経て、書類審査で選考

する。 

留学生入学選考 日本語、面接、書類審査で選考する。 

帰国生入学選考 
公募制推薦入学選考、一般選考で海外での学習内

容や経験を考慮する。 

中国等帰国生・新渡日生特別選考 
帰国生入学選考と同じ選考の他に、日本語小テス

ト、面談、書類審査で選考する。 

社会人入学選考 
公募制推薦、一般選考で社会経験、社会活動を考

慮する。 

聖公会信徒特別推薦選考 

キリスト教学校生徒特別推薦選考 

キリスト教徒を対象に、面接、書類審査で選考す

る。 

秋期選考 
６月に選考し、後期から入学する。帰国生、社会

人、留学生にも適用する。 

編入学入試 

短期大学、専門学校等の卒業予定者を対象に、小

論文と面接で選考する。指定校推薦入学選考も実

施する。 

 

 各選考では、アドミッションポリシーに相応しい学生を選抜できるよう努めている。特

に、面接を課す選考では、志望動機が不明瞭である場合や本学での修学が困難と判断する

場合、受入れない方針である。 

 具体的な学生受入れ方法の工夫としては、まず公募制推薦入学選考において基礎運動能

力テストを選考内容に加えた「アスリート選抜」を実施している。また、公募制推薦入学

選考及び一般選考において、専門学科生・総合学科生等の学習歴を考慮し、普通学科生と

は別に選考基準を設けている。特定の資格を有する学生には、試験科目の一部を免除する

「ライセンス型」を実施している。 

 さらに、一般選考及びセンター試験利用選考において「特待生型」（平成 26(2014)年度

入試までは「スカラシップ」）を設け、より高い成績の受験生に在学期間中の授業料を減免

している。中国等帰国生・新渡日生特別選考の合格者には、経済的事情を勘案し、在学期

間中の授業料の半額を減免している。 

 このように、本学では明示しているアドミッションポリシーに対して多様な評価基準を

設定し、学生を受け入れるよう工夫している。 
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 入試広報センターでは、居住地別入学者数、高校別入学者数など様々な角度から最新の

入試データを分析し、その結果を入試広報委員会が策定する入学者選抜方法等に活用して

いる。 

 なお、平成 28(2016)年度入試より、大学院及び国際文化学部の学生募集停止に伴い、教

育学部教育学科のみ実施している。 

 

 

2－1－③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 平成 28(2016) 年 5 月 1 日現在の入学定員充足率は、下記のとおりである。 

 

表２－１－１ 平成 28(2016) 年５月１日現在の入学定員充足率 

学部・研究科名 学科・専攻名 入学定員 入学者数 充足率 

教育学部 教育学科 170人 169人 99.4％ 

  

 本学では、使命・目的及び教育理念に基づき、社会情勢や受験生のニーズの変化に対応

し、学部学科の改組や入学定員数の変更を実施している。 

 入試広報センターでは、日常的に学生募集の状況を把握しながら、オープンキャンパス

や入試ガイダンスへの参加、SNSや DMによる情報発信、交通広告の掲出などの広報活動に

取り組んでいる。 

 その結果、教育学部教育学科の学生募集状況については、平成 26(2014)年度入試で 115％、

平成 27(2015)年度入試で 122％と２年連続で入学定員を充足した。平成 28(2016)年度入試

からは、国際文化学部教養学科の入学定員 70 名を教育学部教育学科に振り替えた。これに

より、教育学部教育学科の入学定員は 170名となったが、平成 28(2016)年度入学生は 169

名であり、入学定員をほぼ充足した。 

 

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 平成 29(2017)年度についても、教育学部教育学科の定員充足に努める。 

 

 

2－2 教育課程及び教授方法 

《2－2 の視点》 

2－2－① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

2－2－② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

 

（1）2－2 の自己判定 

 基準項目 2－2 を満たしている。 

 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2－2－① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

 本学では、教育目的に基づいた教育課程編成方針として、次のとおり各学部学科及び研
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究科でカリキュラムポリシーを策定している。 

 

国際文化学部教養学科 

教養学科では、地域社会で活動するための実践的能力養成を重視した教育課程（カリキ

ュラム）の編成を行う。基礎教育の段階から、インターンシップによって多様な社会的活

動の現場で行動するとともに、一般教養や資格取得へのスキルを磨くことができるよう科

目を編成する。専門教育においては、実践をもとにした柔軟な思考力を国際、経済、観光、

公共、英語の分野に応用できるよう、専門分野の知識を段階的に修得する体系とする。 

 

国際文化学部子ども教育学科 

子ども教育学科では、子どもの成長に寄り添い、子どもとともに自らも成長し合うこと

ができる保育者・教育者の養成をめざし、教育課程（カリキュラム）の編成を行う。基礎

教育科目・教養科目では、幅広い視点から物事を眺めることができ、何事にも挑み、深め

あうことができる基本的な態度および姿勢を養うことができるような科目編成を行う。専

門基礎科目・専門科目においては、早期からの現場での体験の機会を設け、保育士や教員

をめざす意欲と動機を高めるとともに、子どもと具体的に関わることができる専門的な知

識と技術の修得をはかる体系とする。 

 

教育学部教育学科 

教育学科では、学習者の成長に寄り添い、学習者とともに自らも成長し合うことができ

る保育者・教育者の養成をめざし、教育課程（カリキュラム）の編成を行う。 

１. 基礎教育科目・教養科目では、大学での 4 年間の学修に必要な基礎的知識や技能を習得

し、幅広い教養にもとづく広い識見と柔軟な感受性を養うための科目編成を行う。 

２. 専門基礎科目・専門科目においては、早期からの現場での体験の機会を設け、保育士

や教員をめざす意欲と動機を高めるとともに、専門的職業人として学び続けるためのキ

ャリア基礎に必要な資質・能力を育成する科目群となるように科目編成を行う。 

 

大学院国際文化学研究科異文化間協働専攻 

１. 国際文化学全体の概観と研究方法を理解するため、必修科目である「異文化間協働概論」

を 1 年次前期に配置する。 

２. 同じく、国際文化学の実践的側面について理解し会得するため、必修科目である「異文

化間協働実践」を１年次前期に配置する。 

３. 専攻科目の履修は１年次前期から始める。その際に、自己の研究専攻分野に密接に関わ

る分野を「主専攻」として重点的に学ぶ。実際には、入学時から指導担当教員を決め、

その指導の下に、１年次の前期から「専攻科目」を幅広く履修することになる。 

４. 実践科目の履修は、１年次前期に、「異文化間協働実践」を学ぶ中で、自己の専攻分野

や研究テーマが、社会にどのように貢献するのか、どのような実践能力を身につけるこ

とが必要なのか、そしてそのためにどのような実践体験をすべきなのかを熟考し、指導

教員の指導を受けた上で、自己の「サービス・ラーニング」計画と「フィールドワーク」

計画を立てたのち、1 年次の後期から２年次の前期にかけて実施する。この活動によっ
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て、上記ディプロマポリシーの２と３の能力が、実践の中で養成されることを期してい

る。 

５. 「修士論文」の準備・作成は、入学とともに、指導教員の指導の下で始まる。1 年次前

期に、「異文化間協働概論」、「異文化間協働実践」を履修することで国際文化学・異文化

間協働への学びと研究を開始した学生は、一方で「専攻科目」群の諸科目を履修し、他

方で「サービス・ラーニング」や「フィールドワーク」を実践することで、異文化間協

働の実践経験を積み、修士論文のためのデータを得ることができる。この両者を経て、

学習と研究の集大成としての「修士論文」作成に取り組み、完成することになる。具体

的な「修士論文」の作成指導は、指導教員による「論文指導特演」において行われる。 

６.「修士論文」の作成を、大学院の全専任教員が指導するために、本研究科では、指導教

員による指導だけでなく、２回にわたる「修士論文中間発表・指導会」を行う。学生は、

「専攻科目」の履修や「サービス・ラーニング」、「フィールドワーク」の実践を通じて

身につけた専門分野の精深な学識、問題解決の能力、実践的能力、研究能力を、こうし

た機会に全専任教員の前でためされることによって、いっそう高めていくことが求めら

れる。 

 

 各学科及び研究科のカリキュラムポリシーは、「履修の手引き」に明記し、全学生に周知

している。また、本学ホームページでも公開している。 

 

2－2－② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

１．単位の実質化 

 各学期に履修可能な単位数については、「プール学院大学国際文化学部履修規程」「プー

ル学院大学教育学部履修規程」において上限 24 単位と定めている。この上限単位数は、資

格取得のために必要修得単位数が多い子ども教育学科及び教育学科も例外ではない。 

キャップ制度により学生の自習時間を確保する一方で、授業担当者は課題等を示し、授

業外学習の促進を図っている。学生に対しては、「シラバス」に「授業外学習」の記載欄を

設け、全ての授業科目において具体的な学習内容を示した。 

 また、定期試験とは別に 15 回の授業回数が確保できるよう学年暦を定めている。休講し

た場合には、補講を実施し、授業回数を確保している。 

 

２．カリキュラム体系 

 各学科のカリキュラムは、カリキュラムポリシーに従い、科目区分を設けている。学部

学科別の科目区分の概要は次のとおりである。 

 

表２－２－１ 国際文化学部教養学科の科目区分 

基礎教育科目 大学教育への導入を行うための科目と４年間を通じて就業力を育

成するために必要な基礎知識や技能を習得することを目標として

いる。 

実践科目 「体験によって学ぶこと」を目標とした現場での実践を行うための
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科目を置いている。 

教養科目 本学の教育理念の中核となるキリスト教の理解を深める科目、個

人・市民としての教養を高める科目、実社会とのつながりを重視し

た職業的・専門的知識を学習する基礎となる科目を置いている。 

専門基礎科目 専門科目につながる各分野の基礎を学ぶ科目、分野を問わず職業に

共通した知識を学ぶ科目、また教職の基礎となる科目を置いている。 

専門科目 各コースにおける専門的な知識を学ぶ科目と、卒業研究につながる

専門演習の科目。他に、教職に関わる科目と学校図書館司書教諭の

資格取得のための科目がある。 

 

表２－２－２ 国際文化学部子ども教育学科の科目区分 

基礎教育科目 大学教育への導入と４年間の学習に必要な基本的知識や技能を修

得する。全て必修科目で、本学の教育理念であるキリスト教精神を

学ぶ科目などを置いている。 

教養科目 市民として、また職業人として幅広い教養を身につけることを目的

とした科目を置いている。 

専門基礎科目 子ども教育学の専門性を涵養するための基礎となる科目。子ども関

連科目では、子どもとその文化の基礎理論や概説的理解のための科

目を置いている。教育関連科目では、教育に関する基礎理論を習得

するための科目を置いている。 

専門科目 子ども教育学の専門的な知識や実践力を身につける。さらに「教育

の内容」「教育の指導法」「子育て支援」「キャリア」「専門必修」に

分けられている。 

 

表２－２－３ 教育学部教育学科の科目区分 

基礎教育科目 大学教育への導入と大学での４年間の学習に必要な基本的知識や

技能を習得するための科目を置いている。 

教養科目 専門的職業人とくに教育・保育従事者としての幅広い教養を身につ

けるとともに、広い識見と柔軟な感受性を養うための科目を置いて

いる。 

専門基礎科目 教育・保育の専門科目を学修するための基礎となる科目を置いてい

る。大きくは①教育・保育の対象者（子ども）とその文化の基礎理

論や概説的理解のために必要な科目②教育・保育に関する基礎理論

③２年次クラス担任による演習科目、の３つに分かれる。 

専門科目 ①保育士に関する科目②教職に関する科目（幼・小）③教科に関す

る科目（幼）④教科に関する科目（小）⑤教職に関する科目（中・

高）⑥健康・スポーツに関する科目⑦特別支援教育に関する科目⑧

キャリアに関する科目⑨専門演習・卒業研究に関する科目、に区分

される。 
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表２－２－４ 大学院国際文化学研究科異文化間協働専攻の科目区分 

共通科目 国際文化学全体の概観と研究方法や実践的側面について理解する、

各専攻に共通する基幹科目を置いている。 

専攻科目 修士論文の研究内容に関わる「国際協働」「異文化間関係」「地域文

化研究」の各分野について、それぞれの科目を配置している。 

実践科目 協働の体験を行うサービス・ラーニング及び体験学修に伴う専門知

識・技術の習得や修士論文のためのフィールドデータ収集を行うフ

ィールドワークに関する科目を置いている。 

 

学生には、カリキュラムマップで科目の相関性や到達目標を分かりやすく示している。

また、学生が履修科目を選択する際の参考となるように、将来めざす進路別に履修モデル

を作成している。カリキュラムマップと履修モデルは「履修の手引き」に掲載しており、

教務委員会による履修説明会やチューターによる個別学生への履修指導でも有効活用して

いる。 

 

３．教授方法の工夫・開発 

本学では教授方法の工夫として、特に下記の４点を重視している。 

ａ．初年次教育 

全ての学科で「基礎演習」「情報演習」などの科目を開設し、初年次教育をおこなっ

ている。 

ｂ．チューター制度による少人数教育 

「基礎演習」「専門演習」などのゼミナール形式の科目では、チューター制度による

10 人前後のクラスでのきめ細やかな少人数教育を実施し、個別指導を実施している。 

ｃ．ポートフォリオを活用した教育 

   教養学科では、ポートフォリオとして「大学生活記録シート」を導入している。学

生自身が学修や大学生活全般の計画を作成し、達成状況を振り返る様式としている。 

   子ども教育学科及び教育学科では、教職課程における「履修カルテ」をポートフォ

リオとしている。 

ｄ．実践的教育 

実践的教育については、各学部学科の教育課程に配置している。各学部学科の主な

実践的教育に関する科目ついては次のとおりである。 

 

  表２－２－５ 国際文化学部教養学科の主な実践的教育科目 

科目名称 科目内容 

インターンシップ１～６ 学外で実施する企業や官公庁での体験学習、地域にお

ける協働実践活動（農業体験や揚げパンの企画開発な

ど）、本学の近隣教育施設における諸活動（福祉施設の

活動補助など）を実施している。 
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フィールドワーク１・２ 教員の指導のもと、学生が主体的に立案する国内外の

調査・研修を単位化する。 

 

表２－２－６ 国際文化学部子ども教育学科の主な実践的教育科目 

科目名称 科目内容 

インターンシップ A～D 学校現場型：教員となるためのステップアップとして、

長期的に学校現場で子どもたちと関わる。 

地域連携型：本学近隣の地域社会におけるスポーツ活

動を実践する。 

教育実習・教育実習２ 教員免許取得のための必修科目で、学校現場での実習

を行う。 

保育実習１A・１B 

保育実習２・３ 

保育士資格取得のための必修科目及び選択必修科目

で、保育所や施設にて実習を行う。 

   

表２－２－７ 教育学部教育学科の主な実践的教育科目 

科目名称 科目内容 

フィールドワーク A・B 本学近隣の地域社会におけるスポーツ活動を実践す

る。 

インターンシップ A～D 学校や教育関連施設、企業等での体験学習である。 

海外インターンシップ 海外における学校や教育関連施設、企業等での体験学

習である。 

教育実習・教育実習２ 

教育実習（特別支援） 

教員免許取得のための必修科目で、学校現場での実習

を行う。 

保育実習１A・１B 

保育実習２・３ 

保育士資格取得のための必修科目または選択必修科目

で、保育所や施設にて実習を行う。 

 

表２－２－８ 大学院国際文化学研究科異文化間協働専攻の主な実践的教育科目 

科目名称 科目内容 

サービス･ラーニング１・２ 異文化間協働の観点で取り組む協働の体験である。 

フィールドワークA１～A２ 異文化間関係の観点から実施するフィールドワークで

ある。 

フィールドワークB１～B２ 地域文化研究（欧米）の観点から実施するフィールド

ワークである。 

フィールドワークC１～C２ 地域文化研究（アジア）の観点から実施するフィール

ドワークである。 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 教育学部教育学科については、平成 27(2016)年度より、入学定員を 170 名に増加させ、
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コース名称について「幼児保育コース」「小学校教育コース」「健康・スポーツ教育コース」

「特別支援教育コース」へと一部変更した。特に、「健康・スポーツ教育コース」には、学

校保健選修を設置し、養護教諭の教職課程を設置可能とした。これらの変更を踏まえ、学

科全体としての適切なクラスサイズ、新設科目の円滑な開設、教授方法の向上などを図っ

ているが、実態に応じて、より適正な運用へと教務委員会が中心となり見直していく。 

 なお、国際文化学部教養学科、国際文化学部子ども教育学科、大学院国際文化学研究科

においては、在学生が規定の修業年限で卒業可能となるよう適切な指導を継続していく。 

 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3 の視点≫ 

2-3-① 

 

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

 

（1）2－3 の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

１．オフィスアワー 

教員は、前期・後期のオフィスアワーを設定している。学生は、Universal  Passport

および学内掲示を通して各教員の設定時間を確認することが可能である。さらに、教員出

講時間割一覧も同じ場所に掲示している。実際には、学生はオフィスアワー以外の時間に

も教員のもとを訪ねることが多く、教員もオフィスアワーでないことを理由に学生の相談

や質問を拒否することは一切ない。教員は、研究室を訪ねてくる学生に対し、きめ細やか

な対応をしている。このように、教員と学生との距離がきわめて近いことが本学の伝統的

特徴であり、学生への支援は手厚く行われている。 

 

２．教職協働による個別の学生支援 

職員にも相談、質問を持ちかける学生が非常に多いことも本学の特徴である。学生は各

部署の窓口においても懇切な助言を得るとともに、状況はチューターを始め関係教員に報

告する体制が整えられている。 

配慮が必要な学生に対しては、「学生支援センター」のスタッフとチューターによる「ケ

ース会議」が適宜開催されている。この会議では、当該学生に関しての全学的な対応につ

いて教職員で検討されるとともに、関係学科や当該学生の授業担当者にも情報が伝達され

る。機動性をもって開催することにより、個々の学生に対しての多面的な支援を可能とし

ている。 

 

３．SAによる学修支援 

授業での支援を担う SA（スチューデント・アシスタント）も学修支援に貢献している。

SA の導入対象となる授業については、各授業担当教員より提出された希望申請書から、
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SA の希望理由や期待される教育効果等について、教務委員会で確認のうえ採用を決定し

ている。SAを採用した授業担当教員は、学期末に「SA実施報告書」を学長宛に提出するこ

とになっており、成果や改善点を明確化して次年度以降に活かしている。 

TA( Teaching Assistant ) 制度については、「プール学院大学大学院ティーチング・アシス

タント実施規程」「プール学院大学大学院ティーチング・アシスタントの募集及び選考基準」

を設けているが、大学院生は学生募集停止したため、在学生が少なく、現在は実施してい

ない。 

 

４．退学者や休学者への対策 

退学、休学については、授業への出席が滞っているなど、注意を要する学生について、

各学科会で定期的に報告・情報共有し、学生支援センターや保護者との連携も取りながら

退学防止に努めている。 

学籍異動者については、チューターによる詳細な指導経過と事情が退学願、休学願にそ

れぞれ添付され、教授会で報告される。また、退学理由に就学意欲の低下の割合が高い。 

除籍については、その理由として経済的困窮が最も多い。これは、除籍の主たる要因で

あるばかりでなく、退学や休学の理由の一端を占めてもいる。 

各教員は学生の基礎学力向上を喫緊の課題と捉えており、個別指導を実施することも多

い。また、平成 25(2013)年度にリメディアル学習ツールの導入を検討し、平成 26(2014)

年度から全学で「プールｅドリル」を導入した。「プールｅドリル」とは、インターネッ

ト上で、基礎学力問題に取り組むことが可能な e ラーニングシステムである。学生の利用

を定着させるために、いくつかの授業科目では「プールｅドリル」を授業外学習の一部に

位置づけている。  

中途退学防止のために行っている取り組みのひとつに新入生入学前セミナーがある。自

己理解、他者理解、他者受容等について学ぶ参加型体験学習の研修を行い、早期からの学

習の動機付けと仲間づくりにより退学率を抑える方策のひとつとしている。平成 26(2014)

年度以降の入学生に対しては、入学前の３月に登校日を設定し、学科主体のプログラムを

実施した。 

入学後も、学科ごとにオリエンテーションを実施している。教養学科では、宿泊による

研修を実施している。これらは、学生の学科への帰属意識を高めることで、退学の抑制も

ねらいとしている。 

なお、本学大学院では教員数に比べて、学生数が少数であり、また、１年次からの指導

教員制度や２年次からの副査も含めた複数の教員による指導体制を確立している。 

以上のとおり、本学では、全学的に退学者対策に取り組んでいる。特に、チューターの

教員が学生からの相談に応じ、様々な助言や支援を行っており、中核的な役割を担ってい

る。 

 

５．学生の意見をくみ上げる仕組み 

学生の意見を汲み上げる仕組みとしては、「在学生アンケート」を実施し、学修支援、授

業支援、学生生活、施設環境などに対する学生の意見を集約し、それらの改善を図るよう

にしている。 



プール学院大学 

23 

 

個別の授業については、「授業アンケート」を実施している。結果は、各科目担当者にフ

ィードバックし、授業改善に活用されている。「授業アンケート」は平成 25(2013)年度ま

で自由記述式で実施していたが、平成 26(2014)年度より一部において数的評価による「授

業評価」を導入した。  

 

６．図書館における教職協働 

図書館では、教職協働という視点から、教員と図書館職員が連携した学習指導・支援を

実施している。「基礎演習」「専門演習」などの科目では、図書館利用法や論文作成法を図

書館職員が指導している。また、図書館職員が学生の資料収集を補助している。 

その他、図書館職員は、日常的に学生から学習相談を受けることが多い。レポートの書

き方や文献検索の方法など、学生個々の学習課題に応じた支援を行っている。 

 

７．教職協働による全学的な支援体制 

本学では、教務委員会や学生委員会、キャリアサポート委員会などの各委員会に、事務

局からも職員が委員として出席し、学生生活全般にわたり教職協働で支援する体制を構築

している。 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

教職員の協働により、学生の修学支援が一層充実するよう努める。 

 

 

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

《2－4 の視点》 

2－4－① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

 

（1）2－4 の自己判定 

 基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

１．単位認定及び成績評価 

単位認定、進級、卒業については「プール学院大学国際文化学部履修規程」「プール学院

大学教育学部履修規程」「プール学院大学大学院国際文化学研究科履修規程」に、試験と成

績評価については「プール学院大学試験及び成績評価に関する規程」「プール学院大学大学

院試験及び成績評価に関する規程」に、学位については「プール学院大学学位規程」に明

記されており、各規程に沿って厳正かつ適性に運用されている。また、学生に対しては、

各科目の評価基準についてシラバスに明記している。 

シラバスについては、各授業における達成目標、授業外学習も明記し、評価基準につい

ては多角的な評価を各科目で実施するため、パーセント表示で評価方法を記している。 

成績評価基準については、A, B, C, D, F （A～D・合格、F・不合格、Ａ・90 点以上）と

していたが、平成 25(2013)年度より他大学の動向を踏まえ、S, A, B, C, F （S～C・合格、
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F・不合格、S・90 点以上）に変更した。 

評価指標については、学生の学修意欲を向上させつつ、履修指導をより効果的にするた

めに、平成 22(2010)年度より GPA（Grade Point Average ）を導入した。平成 25(2013)年

度からは従来の GPAに代わり、素点の差異をより詳細に反映する functional GPA を導入し

た。 

また、不正行為について試験及び成績評価に関する規程に明記するとともに、レポー

ト・論文の剽窃については、学生に対してより具体的に注意喚起を行うための項目を「履

修の手引き」に示している。 

その他、開講第１週までの履修訂正期間とは別に、一定の科目について履修登録を取り

消すことのできる機会を第５週に設けた。学生が学期途中で科目を放棄したままにせず、

第５週の時点で登録した授業科目を見直した後は、すべてその学期に習得し終えるよう、

自覚を促すことをねらいとするものである。 

なお、他の大学または短期大学における既修得単位の認定については、学則第 30 条にて、

転入学・編入学等を除き 60 単位を超えない範囲と規定している。大学院については、大学

院学則第 24 条に基づき、他の大学院または研究所等における既修得単位が 10 単位を超え

ない範囲で認定する。 

 

２．進級 

進級についての条件は設けていないが、３年次配当の「専門演習１」、４年次配当の「専

門演習２」の履修について、規定の単位数、必修科目が取得済であることを履修要件とし

ており、３年次以降への実質的な進級条件として機能している。教務委員会では各学生が

履修条件を満たしているのかどうかを確認し、教授会に報告している。 

 

３．卒業認定 

卒業・修了認定・学位授与に関する方針としては、次のとおり、各学部学科にディプロ

マポリシーを定めている。 

 

国際文化学部教養学科 

教養学科は、幅広い教養と柔軟な思考力を身につけ、さまざまな職業や社会的活動を通

じ、使命感と責任感を持って社会に貢献することのできる人材を育成することを目標とす

る。所定の単位を修得し、以下を満たした者に「学士（教養）」を授与する。 

 

1. 本学の建学の精神であるキリスト教に基づく人間理解をすすめ、幅広い教養を修得して

いる。 

2. 職業を通して社会に貢献するために必要とされる専門的知識と実践的能力を修得してい

る。 

3. 言語や文化、社会的背景の違いを超えて協働するためのコミュニケーション能力を修得

している。 

4. インターンシップ・フィールドワークなどの実践的学習や卒業研究を通して、地域社会

で活動するための実践的能力を修得している。 



プール学院大学 

25 

 

5. 課題の発見、解決に向けた情報の収集と分析、批判的思考と考察を実践するための能力

を修得している。 

 

国際文化学部子ども教育学科 

子ども教育学科は、子どもの尊厳への深い理解を持ち、子どもの存在を総合的にとらえ、

その保育・教育を人々の協働の営みとして考え行動できる人間の育成をめざしている。そ

のために、以下の能力を身につけ、所定の単位を修得した者に「学士（子ども教育学）」を

授与する。 

 

1. 本学の建学の精神であるキリスト教にもとづく人間理解をすすめ、幅広い教養を有して

いる。 

2. 保育・教育現場に必要な専門的知識と実践的技能を習得し、専門的職業人としての使命

感、責任感を有している。 

3. 保育・教育に関わる多様な課題を発見し、分析し、判断し、協働して解決する力を有し

ている。 

4. 講義や演習、実習、卒業研究などを通して、知識の活用能力、批判的思考力、課題解決

力、表現力、コミュニケーション力などを総合する力を有している。 

 

教育学部教育学科 

教育学科は、人間の尊厳への深い理解を持ち、その保育・教育を人々の協働の営みとし

て考え行動できる人間の育成をめざしている。そのために、以下の能力を身につけ、所定

の単位を修得した者に「学士( 教育学) 」の学位を授与する。 

 

1. 建学の精神であるキリスト教にもとづく深い人間理解と、幅広い教養を有している。 

2. 保育・教育および健康・スポーツの学びの現場に必要な、専門的知識と実践的技能を習

得し、専門的職業人としての使命感、責任感を有している。 

3. 保育・教育および健康・スポーツについて旺盛な探求心と柔軟な思考力をもち、課題解

決のための協働の技法を獲得している。 

4. 講義や演習、実習、卒業研究などを通して、知識の活用能力、批判的思考力、問題解決

力、表現力、コミュニケーション力などを総合する力を有している。 

 

大学院国際文化学研究科異文化間協働専攻 

国際文化学研究科では、キリスト教の精神に基づいた神への畏敬と人間の尊厳を理念と

し、社会の要請に応え、高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥

を究めて、民主的教養と国際的理解を有し、世界の市民として人類の福祉と文化の発展に

貢献できる人材を育成することを目標とする。そのために、以下の能力を身につけ、規定

の単位を修得し、修士論文の審査に合格した者に「修士（国際文化学）」を授与する。 

 

1. 国際協働、異文化間関係、地域文化研究の領域において、自己の専門とする分野を中心

に広い視野に立って精深な学識を持っている。 
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2. グローバル化の進展する世界において現代社会が直面する様々な問題の解決に向け、自

律的に貢献するための能力を身につけている。 

3. 異文化間協働に関わる諸活動や諸職業に求められる専門的知識と高度の実践的能力を有

している。 

4. 国際文化学の領域における高度の研究能力を有している。 

5. 広い教養を培い、人格を高め、世界人類の福祉に貢献しようとする態度を身につけてい

る。 

 

 ディプロマポリシーは、「履修の手引き」及び本学ホームページで学生に示している。 

各学科の卒業要件としては、学則第40条にて各学科の卒業要件単位数を124単位以上と

規定している。国際文化学研究科では、大学院学則第 34 条にて修了要件単位数を 32 単位

以上に加え、修士論文の審査・最終試験に合格することとしている。 

卒業判定は、教務委員会で卒業要件を確認の後、教授会で審議している。卒業要件のひ

とつである卒業研究については、各学科において要旨集が制作され、学生に成果が共有さ

れる仕組みになっている。また、子ども教育学科では卒業研究発表会が実施され、自らの

研究成果を報告するとともに、下級生に対するモチベーションの向上を図る機会となって

いる。 

 なお、学位の授与については、「プール学院大学学位規程」にて、常務理事会の承認によ

り学長が行うものと定めている。 

 

 以上のとおり、本学では単位認定、進級および卒業・修了認定等の基準を明確化し、か

つ厳正に運用している。 

 

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

今後も、単位認定及び卒業・修了判定を学則及び関連規程に基づき適切に行う。 

 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5 の視点≫ 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

 

（1）2－5 の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2－5－①教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

１．教育課程におけるキャリア形成科目 

本学においては、自己のキャリア形成に資する教育の実践を最も重要な課題として捉え

ている。教育課程を通して様々な職業分野において実践力を有した人材の育成を行うこと

が、本学の教育目的そのものに他ならない。 
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そのため、全ての学科でキャリア形成に関する授業科目の充実を図ってきた。学科別の

科目配置は次のとおり 

 

表２－５－１ 各学科のキャリア形成に関する科目 

学部学科名 科目名称 配当年次 備考 

国際文化学部 

教養学科 

キャリアデザイン基礎１ 

キャリアデザイン基礎２ 

キャリア演習１ 

キャリア演習２ 

キャリアデザイン応用１ 

キャリアデザイン応用２ 

キャリアデザイン実践１ 

キャリアデザイン実践２ 

キャリアデザイン実践３ 

１年次 

１年次 

２年次 

２年次 

２年次 

２年次 

３年次 

３年次 

４年次 

必修科目 

必修科目 

必修科目 

必修科目 

必修科目 

必修科目 

必修科目 

必修科目 

国際文化学部 

子ども教育学科 

キャリア演習１ 

キャリア演習２ 

キャリア演習３ 

３年次 

３年次 

４年次 

 

教育学部 

教育学科 

キャリア演習１ 

キャリア演習２ 

キャリア演習３ 

３年次 

３年次 

４年次 

 

 

 平成 23(2011)年４月の大学設置基準改正において、体系的なキャリア教育・職業教育の

推進が盛り込まれたことも踏まえ、以降に設置した教養学科及び教育学科では、キャリア

形成に関する科目を一層充実させた。教養学科では１年次から必修科目として配置し、教

員養成を主たる目的とする教育学科では、「表２- ５- １」にあげる科目の他に、教職科目及

び保育士関連科目を１～４年次に配置している。このように、社会的及び職業的自立を図

るための必要能力が段階的に涵養されるよう教育課程を整備している。 

 

２．インターンシップ 

全学的に実施される企業・官公庁等へのインターンシップに加え、各学科で独自のイン

ターンシップや研修プログラムを開発、実施することで、地域と連携した実践的かつ多様

なプログラムを行っている。教養学科では、平成 24(2012)年度よりインターンシップを

時間割の中に明確に位置付け、すべての教員が担当するような体制を整えている。 

子ども教育学科では、学校インターンシップとして、１年後期に「インターンシップ A」、

２年次以降に「インターンシップ B」「インターンシップ C」「インターンシップ D」の科目

を配置し、早い時期から教育現場を実践的に体験できるよう工夫している。これらは、２

年前期の「介護等体験」、３年前期（９月）の「教育実習」にも効果的である。さらに、３・

４年次以降も継続的に取り組む学生には「インターンシップ C」「インターンシップ D」と

して実施し、学生の就職に結びつけている。 
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３．キャリアサポートセンター 

就職・進学に対する学生への相談・助言体制としては、就職・進学に対する支援体制キ

ャリアサポートセンターでおこなっている。このセンターは、兼務の学長補佐、課長、事

務職員３人（うちパート１人）で構成されている。業務内容は、就職・進学相談に対する

指導・助言、企業訪問・開拓、求人情報の提供、就職支援イベントの企画・実施、キャリ

アガイダンスの実施等である。特に、個別相談に注力しており、積極的にキャリア面談へ

の参加を呼び掛けている。また、既卒者も支援している。 

平成 27(2015) 年度のキャリアサポートセンターの活動は、以下のとおりである。 

 

a．就職ガイダンスの開催 

本学においては、社会的・職業的自立を目指し、円滑な就職活動および教員採用試

験合格を果たすために就職ガイダンスおよび「教職てらこや」を開催している。 

就職ガイダンスでは、働く意義を学び、業界等の知識、自己分析など就職活動に必

要な知識、技能を習得する。就職ガイダンスはいずれの学科の３年次学生も出席でき

る時間帯に週に１回 90 分開催をしている。また、就職ガイダンスのなかでは、自分の

適性にあった職種、業界を選ぶために適性検査を実施している。さらに就職採用試験

模擬テストと解説会を開催し、SPI や一般常識試験の対策を講じている。 

 

b. コンソーシアム、経済団体等との連携 

本学は、学生のインターンシップ派遣先企業確保のため、社団法人堺経営者協会、

南大阪地域大学コンソーシアムと連携している。インターンシップ受入れ要請や採用

要請に限らず、経済動向や業界動向を把握し、タイムリーな情報を学生に告知してい

る。 

 

c. エクステンション講座の実施 

資格の取得や公務員採用試験の対策などを目的としたエクステンション講座を開催

している。 

 

d. その他 

さらに独自で学内での企業説明会の実施（年１回開催）、堺ジョブステーションと共

同で企業説明会の実施（年１回開催）、新卒応援ハローワークからの出張相談等を行っ

ている。 

 

４．全学的なキャリア支援体制 

インターンシップを含む本学のキャリア教育およびキャリア支援については、各学科

から選出された教員と、キャリアサポートセンター所属の職員により構成されるキャリ

アサポート委員会を中心に、全学体制で対応し、各学科の教員と協働している。各学科

は、キャリアサポート委員会との連携をとり、学生には就職ガイダンス及びインターン

シップへの参加を促す指導を行った。 
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５．教職センター 

教員志望の学生支援を強化するために、平成 26(2014)年４月に教職センターを設置した。 

教職センターでは、教職志望の学生を対象に、教育情報や教員採用試験の情報収集・提

供を担う。センターには指導員と事務職員が常駐しており、随時、教職に関する個別相談

に応じている。また、小学校教員 OBによる教科の学習支援も実施している。教職ボランテ

ィアの紹介や面接指導も実施している。卒業生の相談にも応じている。 

 

６．大学院のキャリア指導 

大学院生のキャリア指導については、修了後の進路の相談を、まず、指導教員と行う。

修了のためには、修士論文の作成が最も大きな関門であるため、指導教員との話し合いは

重要である。先に述べたように、大学院研究科修了生の主な進路は、①大学院博士課程へ

の進学、②就職、③母国への帰国、などであるが、就職に当たっては、本学のキャリアサ

ポートセンターから紹介を受けることもある。 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

今後、社会的・職業的自立に関する指導を一層充実させ、本学の少人数教育をさらに効

果的に実施するためにも、学生一人ひとりに応じた就職指導を進める。また、キャリア形

成に関する学生の意識向上もめざす。 

そのために、チューターやキャリア形成関連科目の授業担当者と、実際に就職活動を支

援するキャリアサポートセンターとの連携をより強化する。 

キャリアサポートセンターでは、特に就職未内定者の支援を強化する。 

教員採用を志望する学生に対しては、教職センターを中心に、教員採用試験対策にも力

を注ぎ、合格率を高める。 

 

2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6 の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

 

（1）2－6 の自己判定 

基準項目 2－6 を満たしている。 

 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

本学では、教育等に関する様々なデータを分析し、教育・研究内容及び教育方法の改善・

向上を図るために、IR・FD委員会を設置している。IR・FD委員会では、「授業アンケート」

「授業公開」「FD研修会」を毎年実施している。 

IR・FD委員会は、学長、副学長、大学・短期大学部教務部長、事務局長、教務課長、そ

の他委員長が指名する者で構成されており、教務委員会や自己点検・評価委員会等と密接
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な連携のもと、全学で教育目的の達成状況についての情報の共有化を図っている。 

また、学生委員会では教務委員会とも連携し、教育改善のために「在学生アンケート」

も実施している。 

 

１．「授業アンケート」に基づく教育目的の達成状況の点検・評価 

授業アンケートについては、前期と後期の授業期間中にすべての科目を対象として実施

した。評価内容は、「学生が授業を履修することによって期待する成果」、「学生自身の授業

への取りくみ」、「授業の良い点」、「授業で改善するべき点」の４項目で、いずれも記述形

式である。学期の中間に実施している理由は、教員が学生の意見や要望、理解状況等を即

座に把握し、その学期中に授業の改善・向上を可能とするためである。 

学期の終了後、授業担当教員は、「授業評価報告書」を教務課に提出する。「授業評価報

告書」には、①評価結果の分析②評価結果を受けて取り組んだ改善点③到達目標に対する

達成状況を記入事項とし、各教員が授業の改善と、各授業における教育目的の達成状況を

点検・評価している。 

教務課に提出された「授業アンケート」は、各学科長が点検した後、さらに IR・FD委員

会でも検証し、各教員が授業改善に活かしている。 

学期途中の「授業アンケート」は自由記述のみであるため、平成 26(2014)年度後期より、

数値データによる量的な授業評価を導入している。 

 

２．各学部学科による点検・評価 

各学部学科では、教務委員が中心になり、教育目的の達成状況を点検している。また、

各科目でも上記の「授業評価報告書」等によって教育目的の達成状況を点検し、授業運営

の改善に取り組んでいる。 

 

３．「在学生アンケート」 

 全学生を対象として、学生生活と学修状況に関するアンケート調査を実施している。特

に、学修状況については、能力や知識が入学時からどの程度変化したのか自己評価する項

目を設定しており、学生の達成状況を確認している。 

 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

学修状況・就職状況等のデータは、逐一学科に還元され、学科会において情報共有と対

応策の検討が行われている。 

「授業アンケート」については、学期中に実施した調査結果を速やかにフィードバック

しているため、当該学期中に授業の改善・向上が図られている。 

学科会においては、各学科の科目運営と、学生の理解度などについて、具体的な課題を

学科教員で共有し、解決するようにしている。 

このように、日常的に、各授業の達成目標や学生の学修状況は、点検・評価がなされ、

授業にフィードバックされている。 

授業公開については、参観者のコメントから、授業時の対応改善が必要と思われる教員

について IR・FD委員会で確認し、当該教員に改善を求めている。 
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（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

 平成 26(2014)年度より実施している数値データによる量的な授業評価については、経年

的な動向を捉えるためにも、平成 28(2016) 年度以降も実施していく。 

 

 

2―7 学生サービス 

《2-7 の視点》 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

 

（1）2-7 の自己判定 

基準項目 2- 7 を満たしている。 

 

（2）2-7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

１．支援の体制・組織 

 本学では学生生活支援、厚生補導、課外活動支援等、学生へのサポートを統括する、学

生委員会を設置している。学生委員会は学生部長を委員長として各学科から選出された教

員と事務局学生課長で組織され、同じキャンパス内にあるプール学院大学短期大学部（以

下、「短期大学部」という。）との合同委員会を月に１回開催しており、学生支援、厚生補

導のための組織は適切に機能している。 

  また、学生生活全般を支援する具体的な体制として、教員によるチューター制をおき、

オフィスアワー等、学生一人ひとりに対してのきめ細やかな支援、指導を行っている。ま

た、事務局、医務室、カウンセリングルーム等、あらゆる場面で教職員が得た学生一人ひ

とりの情報を学生支援センターで集約し、支援を要する学生に対しては関係者が集まり「ケ

ース会議」を行い、情報を共有し、今後の対応方法を決め実施している。 

 

２．支援の状況 

(1) 課外活動の支援 

a. 学生会活動支援 

本学では、学生会役員会・大学祭実行委員・クラブ・同好会活動のいずれも、大学と

短期大学部の学生が混成で活動している。 

学生会は、大学（大学院含む）と短期大学部の全学生で組織されている自治組織で、

その執行機関は、「学生会役員会」としている。大学と短期大学部の選挙により選出され

た学生から成り、学生会の会則に謳っている目的達成のため、大学祭やクラブ・同好会

の活動援助、学部学科を越えた学生間の交流会等を実施している。そのバックアップと

して、学生課職員が窓口となり、学生委員会教職員が学生会の企画立案した各種事項に

対する助言や指導を行い、全教職員に対してそれらの事項への協力・参加を呼びかけて

いる。 
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また、「地域との交流」という観点から、年２回「グリーン活動」を行い、学外近隣地

域の清掃を行っている。毎年８月には、所在する地域自治会・槇塚台校区自治連合会主

催の夏祭り「槇塚祭」に模擬店を出店し参加している。また、堺市南区役所主催の地域

イベント「minami キャンドルナイト」には、堺市南区役所からの依頼で、他大学の学生

とともに、半年以上の期間をかけて、企画段階から当日のステージ演出・司会、模擬店

出店に至るまで堺市南区役所と協働しながら参画した。 

 

b. クラブ・同好会活動支援 

平成 28(2016) 年度のクラブ・同好会については、運動部９、文化部５の計１４のクラ

ブと４つの同好会が活動している。４月のキャンパスガイダンスや新入生セミナー時に

は、新入生に対してクラブ・同好会の活動をアピールする場を提供しているため、加入

率は平成 28(2016) 年度には 45.9％（延べ人数）と増加している。また、平成 26(2014)

年には指定強化クラブとして女子硬式野球部と女子バレーボール部が連盟・協会に加入

し、公式戦に参戦し始めるなど、全体的に活発化し始めている。 

クラブ・同好会が学内外で活動する場合の危機管理については、月に一度、クラブ・

同好会の部長会議を開催し、学外活動に関する危機管理のガイドラインを定め、学外活

動を計画する場合は事前に顧問と十分に相談して安全を図るよう指導している。また、

「AED講習」「熱中症講習」を毎年度実施し、教職員等の指導を交え、学生のリーダーシ

ップ向上と育成を図りながら、危機管理に努めている。 

 

c．大学祭の支援 

「教育の場」と位置づけ、学生が主体となりながらも教職員が支援し、在学生が参加

する大学祭を目指している。また、大学祭実行委員会のメンバーが大学祭を企画・運営

することを通じて、社会に出ても通用する能力を育成しており、大学祭を「キャリア教

育の場」としても位置付けている。 

実行委員構成メンバーには多数の学生が参加しており、円滑に進行するために、定期

的に担当部長会議を開催している。 

 

以上のように、本学における課外活動支援は適切かつ積極的に行われている。 

 

(2) 学生寮の状況、下宿・アパート等の宿舎の斡旋体制 

本学には学生寮は無いが、学生課において適時下宿・アパート等宿舎の案内を行ってい

る。大阪府住宅供給公社・UR等の近隣の団地物件や学生情報センター、エイブル等のワン

ルームマンション物件、また管理人常駐・食事付き学生会館物件など、入学予定者それぞ

れのニーズに対応できるよう案内できる物件情報を揃えている。入学予定者から希望を聞

き、状況に応じて信頼のおける業者の紹介、パンフレットの案内を行っている。 

  

(3) 経済的支援  

日本人学生に対しては、奨学金、授業料減免（以下、「減免」という）など大学独自の就

学支援制度と、日本学生支援機構などの学外奨学金制度を中心に、経済的支援を行ってい
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る。これらについては学生課が担当している。 

本学独自の奨学金制度については、「プール学院大学奨学金規程」を定め、教学の精神に

照らして、学業成績・経済的理由の他に、学内での貢献度が高く奨学に相応しい学生を対

象としている。 

減免については、「プール学院大学授業料減免規程」を定め、家庭での１年以内の経済的

基盤の急変で授業料の納付が困難となった学生を対象としている。 

対象学生の選考にあたり、奨学金は学業成績（各学年の平均点プラス 10 点以上）・経済

状況、減免は収入金額を書類選考の基準としている。書類選考通過者に対し、奨学金では

課題によるレポートの提出、減免では面接を実施し、最終審議にかける。面接では、本人

が家庭の経済状況を把握しているか、状況に応じて外部奨学金やアルバイト等自助努力を

しているか、更に学内行事等への貢献度なども判断材料としている。 奨学金と減免の性質

を明確化していくため、１年以内の経済的急変の事由があるかどうか確認しながら申請書

を配付している。 

日本学生支援機構の奨学金については、新入生を対象に入学式当日に予約採用決定者向

けの説明会、新規採用についても早々に説明会を開催している。経済的に厳しい学生が多

く、貸与率は 52.5％にものぼっている。その為、学内奨学金、日本学生支援機構の奨学金、

学外の奨学金を含めた奨学金説明会を定期的に開催している。 

その他に、学生活動を奨励する意味で、各種検定における資格取得及び課外活動におけ

る入賞など、特に優秀な成果をあげた者を対象に「学生活動助成金」を設定している。金

額は対象となる学習成果ごとに５万円以内とし、特に優秀な成果に対しては 10 万円を上限

として加算支給する。 

以上のように、本学には多様な経済的支援制度があり、有効に機能している。 

 

(4) 学生の健康管理、メンタルヘルスやカウンセリングの体制 

 学生の健康管理については医務室が中心に対応しているが、メンタルヘルスについては

カウンセリングルームでも対応している。あらゆる場面で教職員が得た、学生一人ひとり

の情報は学生支援センターで集約し、気になる学生に対しては関係者が集まり「ケース会

議」で情報を共有し、今後の対応方法を決め、実施している。 

また、健康的な身体作りのために、フィットネスセンターを設置している。 

 

a．学生支援センター 

 学生が抱える学修・進路・対人関係などの相談に応じながら、学生生活をサポートし

ている。学生へのサポート内容や方針するための「ケース会議」の運営も行う。 

 

b．医務室 

医務室には、看護師・保健師・養護教諭の資格をもつ専任職員を配置している。新入

生については入学時に提出してもらう健康調査カードに記入された病名等を見て、気に

なる学生がいれば、ひとりずつ呼び出して聞き取りをしている。校医相談については、

健康診断の結果が戻ってきた時点で異常のあった学生を順次、校医相談日に呼び出し、

診察及び適切な指導を行い、必要に応じて病院を紹介している。また、病気や相談等で
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の医務室来室、体育の授業や、運動クラブ中の怪我等についても、医師免許を持つ本学

教員やフィットネスセンターのトレーナーなどと協働し対応している。 

 

ｃ．カウンセリングルーム 

  学生のメンタルケア、学生相談のひとつとして、B 棟２階にカウンセリングルームを

設置し、臨床心理士の資格を持つカウンセラーが、学生の心の悩みの相談に当たってい

る。 

  医務室とも連携し、医務室に来室した学生でメンタルケアが必要と思われる学生は、

カウンセリングルームや学生支援センターにつないでいる。教員が気になる学生につい

ての相談のためカウンセラーと相談したり、教員から学生にカウンセリングルームの利

用を促すなど、教員と連携を行っている。また、ワークショップを開催して学生の自己

認識に役立つワークを実施している。その他、毎年「カウンセリングルームだより」を

発行し、学生や教職員にカウンセリングルームの広報を行っている。新年度には「カウ

ンセリングルームの案内」も配布している。 

 

d．フィットネスセンター（FC） 

  G 棟１階に最新の機器を備えたフィットネスセンター（ＦＣ）を設置している。健康

的な身体作りを目指し、トレーナー資格を持つ専門のスタッフが常駐し、学生一人ひと

りのプログラムを作成し、機器の使用方法やトレーニング方法を指導している。 

 

以上のように、本学の学生の健康管理、メンタルヘルスやカウンセリングの体制は適切

である。 

 

(5) 新入生に対するオリエンテーション 

 新入生が入学式終了後、日本学生支援機構の奨学金を高校時に予約採用された学生に申

込み方法の説明会を行っている。 

オリエンテーション期間中には新入生全員参加の「キャンパスガイダンス」を行ってい

る。学生委員会、学生課、学生支援センター、医務室、カウンセラーのメンバー紹介、学

内の施設・設備の紹介、利用方法、学内外での禁止事項確認、管轄の警察署の方による交

通安全講習、人権問題、薬物関係、SNS関係の指導等、大学生活の中で遭遇する可能性の

ある問題についての指導を行っている。 

また、全学生対象に新年度に新しい「STUDENT HANDBOOK」を作成し、配布している。こ

の冊子には大学の沿革・教育理念、学内の施設・設備、行事、学内での規則や諸活動に関

する手続きとともに、奨学金等を含めた学生生活全般の支援の仕組み、相談窓口の案内、

障がい者への配慮、注意事項等が説明されている。 

 

(6) 留学生支援について 

 留学生についても一般学生と同じくチューターによるオフィスアワーを利用した面談、

学生個々の支援・指導の他、留学生対象奨学金説明会、長期休業前の説明会を行った。ま

た、新しく入学した留学生に対しては学生生活をはじめ、アルバイト、各種手続き等が記
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載された「留学生のしおり」を配付している。 

 留学生については、日本学生支援機構からの日本学生支援機構私費外国人留学生学習奨

励費給付制度に加え、次のような経済支援を実施している。 

a．「プール学院大学私費外国人留学生授業料減免制度」 

    経済的に困窮している留学生に対し、授業料の一部（１年次は 50％、２年次以降

は 30％）を免除する。 

   

b．「プール学院大学・短期大学部外国人留学生奨学金制度」 

    経済的に困窮しており、修学意欲の高い学生に対し、月額 10,000～40,000 円の奨

学金を助成する。 

 

３．大学院における支援 

a．「プール学院大学大学院奨学金制度」 

    毎年９月に申請を受け付け、前期の成績や大学および大学院行事への参加度など

を参考にランク付けして奨学金を助成している。 

 

b．「プール学院大学大学院実践科目助成金制度」 

必修科目である「サービス・ラーニング」「フィールドワーク」を実施する場合

に必要な旅費の実費等を一定限度内で助成している。 

 

c．「プール学院大学大学院私費外国人留学生授業料減免制度」 

    修学意欲の高い留学生には授業料の 30％の減免という形で、支援している。 

 

d．「長期履修制度」 

    主として、働いていたり社会活動に従事したりしている社会人学生を対象に、入

学時に最長４年、普通は３年の履修計画を立て、授業料を含む学納金をその年限で

分納してもらう制度であり、平成 26(2014)年度入学選考で１人の入学が決まった。 

  

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

本学では「在学生アンケート」において、通学手段、課外活動への参加状況、施設利用

状況、アルバイトの状況、学習時間など多岐にわたる質問項目を設定し、学生生活や学修

状況を広範に把握するためのアンケート調査としている。その結果は、各部門において重

要なデータとして活用されている。 

また、学生課を始めとする事務局の窓口では、職員が多種多様な質問にも丁寧に対応し、

学生の要望に応えている。 

その他、学生の意見を汲み上げる仕組みとして、本学にはチューター制度、「PAO(Poole 

Active Organization) 」、クラブ・同好会の顧問制度がある。 

 

１． 「在学生アンケート」 

 学生生活や学修状況を広範に把握するためのアンケート調査である。質問項目は、通学
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手段、課外活動への参加状況、施設利用状況、アルバイトの状況、学修時間数など多岐に

わたる。その結果は、各部門で指導等の計画策定における重要なデータとして活用されて

いる。 

 

２．チューター制度 

本学はチューター制度を置いており、チューターは学生の様々な意見を汲み上げる役割

を担っている。また、学生が何らかの問題行動を起こした場合、チューターを通じて学生

課が学生の意見を聞き取るようにしている。 

 

３．PAO 

「PAO」とはメールや投書箱等で学生からの相談・意見を受付け、大学として回答する本

学のシステムである。原則として相談者本人に回答しているが、匿名による投書の場合、

学内の掲示板等を通じて回答している。 相談数は少ないが、年に数件重要な意見を得るこ

とがある。本学が学生の意見を汲み上げるための一つの役割を果たしていると評価できる。 

 

４．クラブ・同好会の顧問制度 

クラブ・同好会の活動を監督・指導するために顧問制度を置いている。本学の専任教員

がクラブ・同好会の顧問となり、活動全般について学生の相談に応え指導を行っている。 

 

 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用については、多

面的にかつ客観的に行っており、充分なものであると判断する。 

 

（3）2-7 の改善・向上方策（将来計画） 

１．学生会活動の支援 

学生会の活動を一般学生にさらに周知させるために、学生会の広報活動や総会への動員

方法について、学生部が中心となり助言・指導する。 

また、経済的な事情からアルバイトに空き時間を費やし、課外活動に参加する余裕がな

い学生に対しては、奨学金等の活用を促進するなど、学生会活動への間接的な支援を検討

する。 

 

２．クラブ・同好会活動の支援 

顧問の責任・役割について、各教員が再認識を強める。顧問がその責任・役割を果たす

ことで、クラブ・同好会の活動を支援していく。また、学生の積極的参加と自主的な運営

を促す。 

 

３．大学祭 

大学祭に学生の積極的な参加を図るための方策を検討する。 

 

４．学生寮の状況、下宿・アパート等の宿舎の斡旋体制 

 全体的に遠隔地からの学生が多くなく、学生課で下宿・アパート等を紹介するケースは
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少なかった。しかし、地方から入学してくる強化クラブの学生が年々増加しており、学生

課で寮も視野に入れた安全で快適な下宿先の情報収集に努める。 

 

５．経済的支援  

近年、日本学生支援機構より貸与を受ける学生の割合が年々増加している。返還延滞率

を抑制するために、在学中からチューターをはじめ、教職協働で返還延滞に関する指導を

行う。 

また、恒常的な経済的困難な学生への支援、日本学生支援機構の奨学金を満額の貸与を

受けているにも関わらず、主導している保護者によってそのほとんどが家計費に使われ、

最終的には学納金が払えなくなり除籍・退学に至るケースも散見される。このケースにつ

いては日本学生支援機構の受給対象者に対する「プール学院大学・プール学院大学短期大

学部学費等月払い制度」により対応した結果、改善がみられるため、引き続きこの制度に

より、経済的な理由による除籍・退学の抑制に努める。その一方で、支払い方法の多様化

に伴う事務職員の負担軽減を図る。 

 

６．学生の健康管理、メンタルヘルスやカウンセリングの体制 

 医務室では、入学時に提出してもらった健康調査カードや、定期健康診断の結果をもと

に、校医相談を通して医師の診断が必要な学生に病院への検査・治療を勧めている。健康

診断では異常が認められなかった学生についても、健康異常が発生する可能性があるため、

医務室を利用する学生の健康状況を注視し、適切な対応を継続していく。 

カウンセリングルームについては、さらなる活用を図るために、チューター、医務室、

学生支援センターとの連携を強化する。心に問題を抱えながらも発信できない学生も多い

ため、全教職員が学生一人ひとりへの目配り、心配りを今以上に重視する。 

 

７．新入生に対するオリエンテーション 

 若者の行動が年々多様化することに対応することが急務である。特に SNS問題について

は、非常に危険性をはらんでいる。学生自身が危険を十分に認識していない為、安易な情

報発信から大きな問題に発展する可能性も高いので、今後とも学生委員会から厳しく注意

喚起していく。 

また、「キャンパスガイダンス」にて、学内での禁止事項確認、警察官による交通安全講

習、人権問題、薬物関係指導等を実施しているが、精神面への不安を増大させないような

工夫を行う。 

 

今後も、あらゆる場面で教職員が学生一人ひとりに対応している本学の体制を維持する

とともに、学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析を行い、検討結果を活用

することにより、ますます多様化・複雑化していく学生に対応できるよう、学生委員会が

中心となり、各部署間の連携を一層強化していく。 

 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 
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≪2－8 の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 

（1）2－8 の自己判定 

基準項目 2－8 を満たしている。 

 

（2）2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

平成 28(2016) 年５月１日現在、専任教員 37 人、うち教授 15 人を配置している。また、

平成 28(2016) 年度後期に向けては、教授 1 人を採用する計画である。 

退職教員を補充する際には、各学科における教員の分野を考慮している。特に、国際文

化学部子ども教育学科及び教育学部教育学科では、保育士、幼稚園教諭免許、小学校教諭

免許、中学高等学校英語教諭免許の免許・資格取得に必要な教員配置が法令上定められて

いるため、それぞれの教育課程に即した専門性の高い教員を配置した。また、平成 28(2016)

年度より、養護教諭の教職課程を設置したため、専門分野の教員 3 名を採用している。 

大学院については、学生募集を停止しているが、学生 2 人が在籍しているため、研究指

導教員を配置している。 

 

2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめとす

る教員の資質・能力向上への取組み 

１．専任教員の採用・昇格 

専任教員の採用・昇格については、「プール学院大学教員選考規程」「プール学院大学専

任教員の採用・昇格に関する規程」「専任教員選考基準に関する内規」「専任教員選考基準

に関する内規細則」にもとづき、人事委員会が中心となって適切に行っている。 

専任教員の採用が必要となった場合、学長は常務理事会の了承を得た上で、採用候補者

を公募する。採用候補者の選考にあたり、学長は「プール学院大学専任教員の採用・昇格

に関する規程」第３条及び第４条に基づき、人事委員会及び審査委員会を招集する。審査

委員会では、採用候補者に対して、書面及び面接で審査を行う。また、人事委員会では、

採用候補者の格付けを行う。その際には、教育研究業績や教員経験年数、社会活動上の業

績などを総合的に判定している。審査委員会及び人事委員会での選考結果を受け、学長は

教授会への報告を経て、常務理事会に採用候補者を推薦する。最終的には、学長の推薦者

について、常務理事会で採用を決定する。 

教員の昇格については、学長が教授会で昇格を希望する場合に必要書類を提出するよう

求める。人事委員会では提出書類をもとに形式要件を確認し、審査委員会では資格審査を

行う。資格審査における選考基準としては、専任教員の採用と同様に、教育研究業績や教

員経験年数、社会的活動上の業績などを総合的に判定している。決定した昇格候補者につ

いては、教授会で報告され、最終的には常務理事会の承認により昇格を決定する。 
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２．教員評価 

教員評価については、点数化するなどの数値化した評価は行っていないが、毎年、「教員

個人の自己点検・評価報告書」の提出を義務づけている。これは、個々の教員の年間にお

ける教育活動・研究活動・大学運営・社会的活動を網羅したものであり、全教員に配布す

るとともに、図書館で閲覧できるようにしている。 

 

３．FD  

 本学の FD活動については、IR・FD委員会が企画立案している。平成 27(2015)年度につ

いては、前期と後期の各 1 回、全学 FDを開催した。 

 

４．授業公開 

 教員相互で授業の質向上を図るため、授業公開を実施している。実施期間を学期毎に指

定し、事務職員を含めた全教職員が参観可能である。 

 授業参観した教職員は、参考になった点や改善点を所定用紙に記入し、授業担当者に伝

えるとともに、IR・FD委員会での授業環境改善検討の資料として活用するため、控えを教

務課で保存している。 

 

５．教員への研究支援 

教員への研究支援として、教員個々の教育研究費以外に申請ベースの研究奨励費制度を

設け、教員の研究面での資質向上を図っている。 

本学は、専任教員の研究成果を発表するものとして、毎年「研究紀要」を刊行し、図書・

紀要委員会による合評会を行い、研究活動の点検・評価と教員の資質向上に取り組んでい

る。 

 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

各学科では、それぞれのカリキュラムポリシーに基づき、教養教育に関する科目を配置

している。教養教育に関する科目は学科により異なるものの、共通に開設する科目もあり、

その実施状況の確認や改善については、各学科の教員等で構成する教務委員会で行ってい

る。 

 

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

効果的な FD活動の実施については、IR・FD委員会で検討していく。 

教養教育については、教務委員会と各学科を中心に、充実及び発展するよう今後も検討

を進めていく。 

 

 

2－9 教育環境の整備 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理

授業を行う学生数の適切な管理 
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（1）2－9 の自己判定 

基準項目 2－9 を満たしている。 

 

（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2－9－① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

１．教育環境の整備 

 本学のキャンパスは、北側にテニスコート、グラウンド、体育館等のスポーツエリア、

中央に食堂、エレノアホール、広場、キャンパスショップ、学生ラウンジ等のアメニティ

ーエリア、南側に教室、研究室等の校舎を配している。 

 

a．校地校舎面積 

校地については、全てを短期大学部と共用している。大学設置基準上の必要面積 7,000

㎡に対して、40,960 ㎡を有しており、十分に基準を満たしている。 

校舎については、一部を短期大学部と共用している。大学専用部分及び短期大学部と

の共用部分を合わせた校舎面積は 11,367 ㎡であり、大学設置基準上で必要な校舎面積

5,495 ㎡を満たしている。 

 

 b．教室等 

授業を行う大学専用の講義室と演習室は、それぞれ 13 室と６室である。短期大学部と

の共用は、講義室３室、実験・実習室 11 室である。各教室には、授業のための機器・備

品も整備している。 

上記の教室数には、保育実習室や音楽室、造形室、理科実験室など子ども教育学科及

び教育学科が専門的技能を学ぶ施設も含んでいる。さらに、ピアノの技術向上の場とし

て、ピアノ練習室とピアノレッスン室を設置している。 

大学院棟には、大学院生共同研究室を設置している。 

 

 c．研究室 

  教員には、各１室の研究室を確保している。非常勤講師の共有スペースとしては、教

員共同研究室を設置している。 

 

 d．体育施設 

グラウンドは校舎と同一の敷地内にあり、面積は 10,300 ㎡で、授業やクラブ活動等を

行うのに十分な広さがある。学生が快適に運動を楽しめるよう、平成 25(2013)年度にグ

ラウンドを人工芝にした。また、冬期の日没が早く練習が出来ないことに対応するため、

簡易ではあるが夜間照明を設置した。体育館は 3,842 ㎡の広さがあり、学生が余裕をも

って利用することができる。テニスコートは５面を整備しており、休日には地域開放を

行っている。 

また、体育館サブアリーナでは、武道やダンスの授業等を行っている。 

 

 e．図書館 
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  図書館の閲覧室は 1,033 ㎡で、十分な面積を有している。図書館の蔵書数は約 12 万冊

である。閲覧席数は 160席であり、短期大学部とあわせて、収容定員の 10 分の１以上で

ある。なお、最近は DVDソフトの利用者が多くなってきているので、閲覧用にノートパ

ソコンを貸し出している。レファレンスコーナーにはパソコン 10 台を設備して、図書等

の検索に利用している。 

また、電子ジャーナルとしてジャパンナレッジ、MAGAZINE- PLUS、日経テレコン等を契

約しており、電子ブックもそろえている。これらの業務は、業務委託による司書４人に

よって行われている。 

購入図書の選定は、教員からの推薦図書、学生からの希望図書、司書による選定と多

義にわたっており、特に高価なものについては図書紀要委員会の議を経て購入の是非を

判断することになっている。廃棄については、司書が選定したリストを全教員で回覧す

ることにより、その是非を判断している。また、教員の研究紀要をオープンアクセスで

広範囲に発信し、教育研究の活性化に貢献している。 

開館時間は、平日は８時 50 分～18 時 30 分、土曜日は９時～17 時である。キャンパス

の立地や学生の利用状況から、開館時間は十分であると判断している。 

なお、図書館は地域開放している。 

 

 f ．情報関連施設 

  コンピュータ教室は短期大学部と共用で２教室あり、その他に情報関係施設としては

マルチメディア教室、語学実習室がある。コンピュータ教室は授業以外の空き時間は自

習に利用できる。また、学生支援センター内に 24 台のパソコンを置き、学生が自由に利

用できるようにしている。 

 

 g．エレノアホール 

  本学の建学の理念である「キリスト教の精神を根底とする霊的人格教育」を具現化す

るための施設として、エレノアホールを設置している。エレノアホールには、大礼拝室

であるエレノアチャペルを設けており、礼拝のみならず、入学式や卒業式、チャペルタ

イム、アセンブリーなどの諸行事にも使用している。 

  

 h．アメニティ施設 

  食堂には 435席を確保している。学生センターには、ラウンジ、キャンパスショップ、

クラブ室を設けている。また、構内中央の屋外スペースをアゴラと呼称し、学生や教職

員の憩いの場としている。 

 

このように、本学は、教育目的の達成のため施設設備を整備し、快適な教育研究環境を

確保している。 

 

２．施設・設備の安全性・利便性 

本学の施設は、通常に比べて廊下の幅を広く取るなど、特に災害時の避難を安全に行え

るように配慮されている。 
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また、F 棟の２階を除き全ての施設がバリアフリー対応となっている。身障者用のトイ

レは学内に６ヶ所設置し、視覚障がい者対応としては、点字ブロック、階段手すりの点字

案内を設置している。エレベータは施設中央の A棟に設置している。 

２ヶ所の門前には、警備員を常時配置し、来訪者の出入構管理や自動車通行の整理を担

当している。 

本学は、施設・設備の安全性を確保し、利便性に配慮している。 

 

３．施設・設備の管理・運営 

 本学は、「プール学院固定資産及び物品の調達規程」「プール学院固定資産及び物品の管

理規程」「プール学院大学施設等管理規程」等に基づき、適切に施設・設備の管理・運営を

行っている。 

施設整備については近年、フィットネスセンターの改修と新しいマシーンの設置、食堂

の床の改装、グラウンドの人工芝導入等を行った。これらは、「在学生アンケート」などの

学生の声をくみ上げたものである。 

 

2－9－② 授業を行う学生数の適切な管理 

授業開講の基準については、「プール学院大学国際文化学部履修規程」第９条及び「プ

ール学院大学教育学部履修規程」第９条に明記している。さらに、平成 25(2013)年度に授

業クラスサイズの詳細な設定基準を申し合わせした。以降、それに基づき毎年度の時間割

を編成している。この措置を通じて授業運営の効率化を図るとともに、本学の特色である

少人数制教育の徹底をめざし、学生にとって最良の授業環境を確保した。 

基準が明確化されたことにより、チューターによる学生への履修指導が容易になるとと

もに、各授業における学生の受講環境が明らかになり、今後の改善につなげることが可能

となった。 

大学院については、在学生 2 人であるため、個別学生の履修に応じた授業を展開してい

る。また、学生は常時、IT 設備が整備された研究室を利用し、研究に集中できるようにし

ている。 

 

（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

施設・設備については、「在学生アンケート」の結果を踏まえ、フィットネスセンター、

食堂、グラウンドの改修等を実施してきた。今後、体育館更衣室についても改修等を行う

予定である。 

 

［基準 2 の自己評価］ 

本学は、「プール学院ミッションステートメント」、学則に定める大学の使命・目的のも

と、明確なアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーを定め

ている。 

学生受け入れにあたっては、指針であるアドミッションポリシーに則った入学選抜を行

っている。 

また、入学した学生に対しては、学科の教育目標や教育内容、また評価方法を周知して、
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単位認定を行っている。学生が４年間でその能力や技能を十分に高められるよう、教育課

程や科目設置も工夫されている。とくに、キャリア形成関連科目は全学的取り組みとして

実施している。 

卒業・修了要件、単位認定については、基準を明確化し、厳正に運用している。 

教員については、必要な専任教員を確保しており、その選考基準を規程に定めるととも

に、適切に運用している。また、教員の資質向上のために、教員個人の自己評価や FDを実

施している。 

教育研究環境については、必要な施設・設備を配置し、適切に維持している。その一方

で、学生の要望も考慮しながら施設・設備の充実に取り組んでいる。 

チューター制度により、一人ひとりの学生に対する配慮や支援を行い、さらに学生支援

センターや図書館でも学修の支援を実施している。学生の意見や要望を把握し、改善にも

努めている。 

教育目的の達成や点検も、教務委員会、学科会で日常的に行われている。 

 学生が社会的・職業的に自立するための指導や支援と、奨学金や課外活動また生活全般

の支援も、教職協働という観点から、短期大学部も含めて全学的な体制が整備されている。 

 以上のように、本学は基準２を満たしている。 
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基準 3．経営・管理と財務 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1 の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に

関連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

（1）3－1 の自己判定 

基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

本学院は「寄附行為」第３条において、「教育基本法及び学校教育法に従い、キリスト

教精神による教育事業を行い、人類の福祉に貢献することを目的とする」と明確に定め、

教育基本法及び学校教育法を遵守した経営を行うことを表明している。 

また、本学院の使命を明確に示すために定めた「プール学院ミッションステートメント」

の中で、次のように本学院の経営理念を示している。 

 

経営理念 

・未来に輝く 

 教育そのものが未来を創造する働きであることを認識し、希望を持って教育に当た

る。 

・協働する組織 

 定めた組織理念に基づき、使命を持った教育集団として教育職、事務職共に協働す

る。 

・いのちへの畏敬 

 かけがえのない生徒、学生のいのちに畏敬を持って向かい合い、尊厳ある存在とな

る。 

・質の高い教育 

 生徒、学生の満足する、質の高い教育を実践するために研修、研究を怠らず行なう。 

・変革への努力 

 新しい時代に対応する、新しい教育を実践するため、絶えず現状を変革する意欲を

持つ。 

・人材の育成 

 教育の成否はすべて働き人の情熱と意欲にある。これを持つ人材育成を行なう。 

・法令順守 

 自己組織内でしか通用しない論理、精神構造を改革し、社会に説明可能な運営を行

なう。 



プール学院大学 

45 

 

・危機管理 

 組織維持、自己保存的傾向から問題への対応に、遅れを生じさせない管理体制をつ

くる。 

・社会貢献 

 学校行事の公開、ボランティア活動などを通じ地域を始め社会への積極的貢献を行

なう。 

・強い財務体質 

 長期的展望に立った教育の展開のために強い財務体質を作ることを優先課題とす

る。 

 

組織倫理については「プール学院就業規則」を定め、研究面では「プール学院大学研究

倫理規程」で倫理規範を定めている。個人情報保護については、「プール学院個人情報保護

規程」「プール学院個人情報の取扱い規程」を定め、ハラスメントの防止に関しては「プー

ル学院大学・プール学院大学短期大学部人権問題委員会規程」に基づいて人権問題委員会

を設置し、冊子「Stop Harassment」を教職員に配付している。 

本学は経営の規律について明確に表明し、組織倫理についても適切な運営を行っている。 

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

 本学院は、建学の理念に基づき本学院の中長期計画（「経営改善計画」）を策定し、それ

に基づいて年度の方針を定め評価を行っている。 

理事会・評議員会は定期的に開催されるが、理事会の機能性・機動性を担保するため常

務理事会を月２回程度開催している。法人と大学、中高部門との連携をさらに密にするた

め、常務理事会とは別に「常務会」を隔週で、「拡大常務理事会」を年数回開催している。 

また本学では、毎月定例の教授会を開催するほか、臨時でも教授会を開く。 

本学事務局では、年度方針に基づく各課の目標と、各課の目標に基づく各事務職員の目

標、評価基準及び行動計画を設定し、PDCAによるマネジメントを行うことで業務を遂行

している。そのため、月２回程度、法人事務局長、大学事務局長、各課課長を構成メンバ

ーとする事務局会議を行い、年度方針の進捗状況を確認するほか、情報共有や課題解決を

図っている。 

 本学は使命・目的の実現のため継続的に努力をしている。 

 

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関連

する法令の遵守  

本学では、大学設置基準及び大学院設置基準に定める必要専任教員を満たしている。 

校地・校舎についても大学設置基準上の面積を満たしている。 

その他についても、学校教育法等の法令を遵守している。 

 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

１．環境保全への配慮 

 大学全体として、環境保全に取り組んでいる。省エネルギー対策として、教室への掲示
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等で学生への啓発活動に取り組むとともに、事務職員が交代で教室等を見回り、不必要な

電力の使用を抑えている。また、教職員にはクールビズを呼びかけ、個人研究室や事務室

の節電に努めている。さらに、電気使用量を削減するために、電力のデマンド管理システ

ムを導入している。本学は環境保全に配慮している。 

 

２．人権への配慮 

 本学は「プール学院大学・プール学院大学短期大学部人権問題委員会規程」を定め、人

権問題委員会を設置している。学生には、冊子「Stop Harassment」を配付するほか、「STUDENT 

HANDBOOK」でも本学の人権問題への取り組みについて説明し、ハラスメント防止に努めて

いる。個人情報の取り扱いについては、「プール学院個人情報保護規程」「プール学院個人

情報の取扱い規程」を整備し、個人情報の漏えい予防等に務めている。公益通報のついて

は、「プール学院公益通報規程」を定めている。本学は人権に十分配慮している。 

 

３．安全への配慮・危機管理 

 火災・地震対策、防犯対策などの危機管理は、「プール学院危機管理規程」、「プール学院

大学およびプール学院大学短期大学部の危機管理に関する規程」、「プール学院大学・プー

ル学院大学短期大学部危機管理委員会規程」、「プール学院大学クラブ（同好会）の学外活

動に関する危機管理対策要綱」、「消防計画」等に基づき実施している。 

 消防設備点検は９月と３月の年２回、防犯センサー点検は 12 月に行っている。耐震に対

する点検は３年に１回、特殊建築物定期調査を行っている。また、施設全般について、業

者による週１回の目視点検を行っている。学生、教職員には、財布等に携帯できる防災・

緊急マニュアルを配付している。防火訓練も実施している。 

情報に関しては、学内サーバにあるデータのバックアップを定期的に行い、大学とは別

の場所にある法人本部で保管している。紙ベースの学籍簿、卒業者名簿等は耐火金庫に保

管するほか、スキャニングしたデータを法人本部でも保管している。学生が使用するパソ

コンにはすべてウイルス対策ソフトがインストールされているほか、教員が使用するパソ

コンについても、ウイルス対策などセキュリティに関してのチェックがなされている。さ

らに、ホスティングサービスによりメールや WEBのサーバを学外におくことでセキュリテ

ィを強化している。 

このように本学は、安全に配慮し、学内外に対する危機管理体制を整えている。 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

 学校教育法施行規則第 172条の２に定める９項目の教育情報については、本学ホームペ

ージで公開している。また、財務情報は本学院ホームページで公開している。 

 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

経営の規律と誠実性は、問題なく維持されている。今後も環境保全、人権、安全への配

慮を怠ることなく、法令等の改変や情報公開の充実等に配慮して経営に努める。 
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3－2 理事会の機能 

≪3－2 の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）3－2 の自己判定 

基準項目 3－2 を満たしている。 

 

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

１．理事会 

プール学院理事会は、「寄附行為」第５条から 16 条の理事会に関する規定に基づき、学

院の最高決定機関として理事の選任や諸規程の制定等を行う。理事会は、理事総数の過半

数の出席により成立し、定期開催は年６回、臨時開催は随時行う。理事は寄附行為第９条

の規定に基づき選任され、定員は 11 人以上 16 人以内で、現在 12 人の理事によって構成さ

れている。「寄附行為」第 16 条には理事会に付議される諸事項の決議方法が明記され、付

議される諸事項は同第 21 条の評議員会の諮問事項に詳細が記されている。 

 

２．常務理事会 

寄附行為第 18 条に基づき、理事会に理事長を補佐する常務理事会を設置している。各月

原則２回の定例常務理事会を開催し、理事会の機動性と戦略的意志決定を担保している。

常務理事は、理事長が理事会の同意を得て理事のうちから２人ないし５人を指名すること

になっており（第 18 条第２項）、現在は理事長、大学・短期大学部学長、高等学校・中学

校校長、法人事務局長、学院長室長の５人で構成されている。 

この常務理事会と各理事の協力により、理事会は円滑に機能している。 

 

３．理事会の出席状況 

理事会はほぼ全員が出席し、付議された議事については適切に討議の上決議されている。 

 

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

理事会のガバナンス強化のため、平成 26(2014)年度より理事研修会を開催している。平

成 27(2015)年度も継続して開催する。 

 

 

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3 の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

（1）3－3 の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 
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3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

１．学部  

 本学は、学則及び「プール学院大学教授会規程」に基づき教授会を置いている。教授会

は、学長、副学長及び専任の教授をもって組織される。学長が必要と認めたときは、専任

の准教授、講師、助教、助手を加えることができると定められており、通常は准教授及び

講師を加えている。教授会については、平成 26(2014)年度まで、「学則、その他重要な規

則の制定改廃に関する事項」、「教育課程に関する事項」、「教員の人事に関する事項」、

「学生の入学及び卒業の認定に関する事項」、「学生の休学、復学、留学、転学、退学、

及び除籍に関する事項」、「学生の厚生補導に関する事項」、「学生の賞罰に関する事項」、

「その他、教育研究上必要な重要事項」について審議することとしていた。平成 27(2015)

年度より、ガバナンスに関する学校教育法の改正が施行されたため、教授会の機能を「学

長が決定を行うに当たり意見を述べるもの」と大幅に変更した。 

 ただし、教育研究に関する事項は、各委員会においても事前に検討・調整している。委

員会での検討結果は、学長に報告されるとともに、各学科会でも共有されている。また、

運営委員会では学長のもと、教授会の議案の選定・調整を行っている。 

 

２．大学院 

 本学大学院は、大学院学則及び「プール学院大学大学院国際文化学研究科委員会規程」

に基づき研究科委員会を置いている。研究科委員会は、学長及び本学大学院における授業

を担当する専任の教授をもって組織される。学長が必要と認めるときは、専任の准教授、

講師を加えることができる。研究科委員会では平成 26(2014)年度まで、「大学院学則その

他重要な規則の制定改廃に関する事項」、「教育課程に関する事項」、「教員の人事に関

する事項」、「学生の入学及び修了の認定に関する事項」、「学生の休学、復学、留学、

転学、退学及び除籍に関する事項」、「学生の厚生補導に関する事項」、「学生の賞罰に

関する事項」、「その他大学院の教育研究上必要な重要事項」について審議していたが、

大学と同様に学校教育法の改正を踏まえ、「学長が決定を行うに当たり意見を述べるもの」

と大幅に変更した。 

 ただし、教育研究に関する事項は、各委員会においても事前に検討・調整している。委

員会での検討結果は、学長に報告されるとともに、各学科会でも共有されている。また、

運営委員会では学長のもと、研究科委員会の議案の選定・調整を行っている。 

 

 本学は教育に係わる学内意志決定組織を整備し、組織ごとの権限と責任を明確にして機

能的に運営している。 

 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

 本学学長は大学の校務全般を掌り、教職員を統括し、大学を代表する権限を有する。ま

た学長は、大学運営におけるリーダーシップ発揮のため、学部長を兼任する。 

 学長のリーダーシップを支えるため、「プール学院組織規程」に基づく副学長と学長補

佐を置き、役割分担を定めることでそれぞれの権限と責任を明確にしている。また、学長

の指名により、副学長、学長補佐、大学事務局長、改革推進アドバイザー、事務局長が学
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長の業務執行を支える執行部としての機能を果たし、毎週執行部会議を行っている。 

 本学は学長がリーダーシップを発揮できる体制を十分整えている。 

 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 今後も関係法令を順守した学校法人及び大学の運営に務める。 

 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4 の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

3-4-③ 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

（1）3－4 の自己判定 

基準項目 3－4 を満たしている。 

 

（2）3－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3‐4‐① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる

意思決定の円滑化 

3－4－② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

3－4－③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

理事会は、寄附行為第５条から 16 条の理事会に関する規定に基づき、本学院の最高決議

機関として理事の選任や諸規程の制定等を行う。各年度の決算及び事業報告については、

翌年度の５月に、監事の監査を受け理事会で審議するとともに、理事長から評議員会に報

告し、意見を求めている。大学の運営に関わるものとしては、事業計画や学則などを審議

している。また、自己点検・評価規程の改廃も理事会の承認が必要と定め、基本方針の段

階から、自己点検評価及び第三者評価に関与している。定例では年６回開催しているが、

必要に応じて臨時でも開催している。 

理事は寄附行為９条の規定に基づき選任される。理事会のガバナンス強化のため、平成

26(2014)年度に寄附行為を変更するとともに理事を２人増員した。理事会の定員は、11 人

以上 16 人以内で、今年度は 12 人の理事により構成されている。 

現理事 12 人の選任条項ごとの構成は次のとおり。 

①日本聖公会大阪教区主教の職にある者（寄附行為第 9 条第 1 項第 1 号該当） 

②プール学院長の職にある者（同第 2 号該当） 

③プール学院大学学長、同短期大学部学長の職にある者のうちから理事会において選任

した者 1 人（同 3 号該当） 

④プール学院高等学校校長、同中学校校長の職にある者のうちから理事会において選任

した者 1 人（同 4 号該当） 

⑤評議員のうちから理事会において選任した者 2 人（同 5 号該当） 

⑥日本聖公会聖職および信徒のうちから理事会において選任した者 4 人（同 6 号該当） 
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⑦理事会において選任した学識経験者 2 人（同 7 号該当） 

理事長については、寄附行為第６条に基づき、理事総数の過半数の議決により選任して

いる。 

理事長を補佐するためには、平成 28(2016)年度より副理事長職を設けた。また、寄附行

為第 18 条に基づき、理事会に常務理事会を設置している。常務理事会の構成員は、理事長、

法人事務局長、学院長室長、大学・短期大学部学長、中学校高等学校長の常務理事５人で

あり、大学からは副学長、学長補佐、事務局長、学長室長が陪席している。常務理事会は

原則として毎月２回の開催であり、学則や規程の変更、人事案等が審議されている。学則

の変更案などの重要事項は、さらに理事会にて審議している。 

常務理事会とは別に、法人と各学校のコミュニケーションを密にするため、隔週で常務

会を開催し、各部門の課題等について意見交換をしている。同様の目的で、理事長、常務

理事、副学長、学長補佐、大学・短期大学の各学科長、大学事務局長、中学校・高等学校

の各教頭、法人総務部長、中学校・高等学校の事務部長等による拡大常務理事会を年数回

開催している。 

学長を中心とした大学の執行機関としては、学長、副学長、学長補佐、大学事務局長、

学長室長、法人事務局長で構成する執行部を置き、協議している。協議内容は、短期大学

部の方針に係る事項や将来構想、学則及び規程の改廃などの重要事項から、日常的な課題

まで広範であり、学長のリーダーシップを支えている。法人事務局長は、大学執行部のみ

ならず、大学事務局長及び各課長の定例会議である事務局会議にも出席しており、法人と

大学のコミュニケーションを密にしている。 

教授会については、平成 26(2014)年度までの学則に「本学に重要な事項を審議するため

教授会を置く」と定め、学則や教育課程などの重要事項を審議した。平成 27(2015)年度か

らは、大学のガバナンス改革に関する学校教育法の改正に伴い、教授会規程を「学長が決

定を行うにあたり意見を述べるものとする」と変更した。そのため、従来は教授会で審議

していた学生の入学・卒業や教育課程等について、教授会から意見を聴取した上で、学長

が決定を行うこととした。教授会の議事を整理・調整するために、各部門長による運営委

員会を開催し、意思決定の円滑化を図っている。 

教授会は併設の短期大学と合同で開催する場合もある。併設の短期大学と合同開催が可

能とであることは、教授会規程に定めている。主に併設の短期大学と共通の報告事項を合

同で行っているが、大学単独の案件を審議する際には、原則として併設の短期大学の教員

を退室させている。 

 専門的な事項を審議する機関としては、教務委員会や学生委員会などの委員会を設置し、

各種委員会規程をはじめとした規程に基づき適切に運営している。また、各学科の事項に

ついては、学科会を毎月開催している。学科会及び各委員会では、様々な事項を検討し、

学長に報告・提案しており、ボトムアップと学長のリーダーシップが両立した大学運営を

実現している。 

 

（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画） 

法人と大学のキャンパスが大阪市と堺市に分かれていることから、平成 25(2013)年度よ

り全学院レベルでの建学の理念の共有化とコミュニケーションの円滑化を図るため、創立
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記念日に全学院研修会を実施しており、今後もさらに充実を図る。 

 

 

3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5 の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

（1）3－5 の自己判定 

基準項目 3－5 を満たしている。 

 

（2）3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業務

の効果的な執行体制の確保 

１．組織編制 

 本学院の管理運営組織は、「学校法人プール学院組織規程」に基づき編制されている。

次の管理運営組織図のように、法人本部は事務局と企画室で構成され、大学は、教務部、

学生部等の組織で構成される。大学の事務局は、総務課、教務課、学生課、入試広報課、

キャリアサポート課、学術情報課で構成される。本学の事務職員は、合計 42 人を配置して

いる。本学は、本学の使命・目的の達成のため、権限と責任を明確にした組織編制を行い、

効果的な業務が遂行できるよう職員を配置している。 
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２．事務職員の経営・教学組織への参画、教職協働 

 執行部には学長補佐、大学事務局長、学院長室長が構成員として参画している。 

 教授会、大学院研究科委員会には、学長補佐、大学事務局長、総務課長、教務課長が通

常陪席するほか、必要に応じて他の事務職員も陪席する。 

 事務職員は、教務部、学生部等の管理運営組織を担う各委員会の構成員として教員とと

もに大学の教育研究活動の一端を担い、教職協働を行っている。 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

事務局では各課及び各事務職員に対して目標管理（目標マネジメント）を行っている。

年度方針に基づく各課の目標と、各課の目標に基づく各事務職員の目標、評価基準及び行

動計画を設定し、PDCAによるマネジメントを行うことで業務を遂行している。また、事務

局会議でも年度方針の進捗状況を確認するほか、情報共有や課題解決を図っている。 

このように業務執行のための管理体制を構築し、十分その機能を果たしている。 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

１．学内研修 

 本学では、教職協働を重視する観点から、全学 FDに職員も参加している。平成 26(2014)

年度からは全学 FDの名称を「FD・SD研修」と改め、SDとしての位置づけを明確化した。 

 

平成 27(2015)年度の FD・SD研修会 

開催日 内容 対象 

9 月 15 日 2015年度前期 FD・SD研修会 

第 1 部「大学教員の評価と今後の大学の在り方について」 

第 2 部「本学の教員評価の方針について」 

専任教員 

職員 

非常勤講師 

3 月 9 日 2015年度後期 FD・SD研修会 

「学生の満足度を高める授業を目指して～授業における

PDCAサイクルを検証する」 

専任教員 

職員 

非常勤講師 

 

２．学外研修 

学外研修としては、日本私立大学協会の部課長担当者研修会や大阪私立短期大学協会の

協同 SD研修会などに職員を派遣している。 

平成 27(2015)年度からは、上記の活動に加え一般社団法人日本能率協会が開催する「JMA

大学 SDフォーラム」に参加している。全専任職員の希望を調査し、担当業務との関連性も

踏まえて、それぞれの参加研修を決定している。 

 また、研修だけでなく、目標管理制度の中で育成指導目標を設定するなど、本学は職員

の資質・能力向上に組織的に取り組んでいる。 
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（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 28( 2016) 年度も引き続き、一般社団法人日本能率協会が開催する「JMA大学 SDフォ

ーラム」に参加する。それぞれの研修内容を職員間で共有することで研修効率の向上を図

る。 

 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6 の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）3－6 の自己判定 

基準項目 3－6 を満たしている。 

 

（2）3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

本学院では平成 20(2008)年度から事業活動収支における赤字が続いており、累積赤字が

膨らみ、運用資産も減少している。過去 3 年間における基本金組入前当年度収支差額の状

況をみると平成 25(2013)年度にマイナス 204,652 千円、平成 26(2014)年度にマイナス

258,206 千円、平成 27(2015)年度にマイナス 269,974 千円である。基本金組入前当年度収

支差額の赤字が続いている要因としては、学院全体の学生生徒数の減少である。特に、基

本金組入前当年度収支差額が赤字に陥った平成 20(2008)年度からの減少幅は大きい。学生

生徒数の減少に応じて、教職員数も削減を続けてきたが、中学校高等学校の教員数につい

ては、現在も調整が続いている状況である。また、この数年は教員数の調整に伴い多数の

退職者があり、退職金支出も赤字の一因となっている。平成 25(2013)年度からは、給与の

見直し等による人件費削減に努めており、事業活動収入に占める人件費比率を平成

24(2012)年度 72.6％から平成 27(2015)年度 63.2％まで抑制している。 

事業活動収支における教育研究経費比率の状況をみると、平成 25(2013)年度で 31.3％、

平成 26(2014)年度 33.4％、平成 27(2015)年度で 33.8％であり、教育研究経費については

必要値を確保している。 

学院全体の資金収支については、平成 23(2011)年度以降、特定資産への繰入として資産

運用支出に計上すべき金額が充分に確保できない状況であるが、恒常的に保持すべき資金

（次年度繰越支払資金）は確保できている。 

貸借対照表における負債については、大半が中学校高等学校の新校舎建設に伴う日本私

立学校振興・共済事業団からの借入金であり、現在は新たな借入はないため、全体の比率

は減少傾向にある。 

退職給与引当金については、期末要支給額から私立大学退職金財団等からの交付相当額

を差し引いた金額を固定負債として繰り入れしている。 

なお、平成 26(2014)年度に開設した教育学部は、入学定員をほぼ充足しており、財務基

盤の確立に大きく寄与している。 
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3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保  

収支バランスの確保についても、本学の使命・目的と教育目的を達成できるよう、上記

と同様に「経営改善計画」に基づいて取り組んでいる。 

外部資金の獲得にも積極的に取り組んでおり、科学研究費や施設整備費補助金などの獲

得に努めている。 

本学院独自の「オクスラド基金」についても、積極的な募金活動を展開している。 

 

（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画） 

現在、平成 25(2013)年度から平成 29(2017)年度にわたる５年間の「経営改善計画」に基

づいて経営改善を行っているが、その中でも示した平成 28(2016)年度に収支バランスのと

れた経営に転換する目的の達成に向け、一層の経営努力に励む。 

 

 

3－7 会計 

≪3－7 の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

会計処理の適正な実施 

会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）3－7 の自己判定 

基準項目 3－7 を満たしている。 

 

（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3－7－① 会計処理の適正な実施 

本学院は、学校法人会計基準及び「プール学院経理規程」、「同施行細則」に基づき、

適正に会計処理を行っている。会計処理上の疑問や判断が困難な事例が発生した場合は、

２人の公認会計士に相談し指導を受けて対処している。補正予算については、一次補正を

11 月、二次補正を３月に行い、いずれも評議員会、理事会で承認を受けている。特に二

次補正は次年度予算審議と同一時期に実施している。なお、平成 27(2015)年度からは、新

しい学校法人会計基準に基づく会計処理を行っている。 

 

3－7－② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学院は私立学校法第 37条３項及び私立学校振興助成法第 14条３項に基づく監査を毎

年滞りなく実施している。監事は、プール学院寄附行為第５条、10 条に基づき選任され

た監事（外部監事）により、同第 11 条の財務状況、業務状況及び理事の執行状況等の監

査を行っている。また毎年、公認会計士との意見交換も実施している。監査結果につい

ての監査報告は、毎年５月に開催される理事会とその後に開催される評議員会で監事か

ら報告がなされる。監事は、理事会、評議員会に毎回出席することになっている。本学

院は会計監査体制を整備し、厳正に実施している。 

さらに、平成 27(2015)年度より、法人監査室を設置し、監査人 1 人を配置したが、平成

28(2016)年度より 2 人体制とし、法人全体の監査体制を一層強化した。 
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（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画） 

学校法人会計基準及び「プール学院経理規程」等に基づき、引き続き適切に会計処理を

行う。また、法人監査室が機能的な運用が可能となるよう努めていく。 

 

 

［基準 3 の自己評価］ 

本学は、「プール学院ミッションステートメント」に経営理念を示し、学校教育法等の法

令を遵守して適切な運営を行っている。 

また、本学は、使命・目的の実現のため、「経営改善計画」に基づき、理事長、学長、執

行部、教授会など学院が一体となって継続的に経営改善を行う体制を整えている。理事会

は円滑に機能し、学長がリーダーシップを発揮できる体制を整え、理事会と大学は十分意

思疎通を図り、意志決定を円滑に行っている。 

 こうした体制の下に、本学院は現在、「経営改善計画」に基づく経営基盤の確立のための

取り組みを行っている。「経営改善計画」に示すように、収支バランスのとれた経営に転換

するという明確な目標をもって経営努力を行っている。 

 会計については、適正な会計処理を行うほか、会計監査体制を整備し、厳正に実施して

いる。新しい会計基準にも適切に対応している。 

 以上のように、本学は基準３を満たしている。 
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基準 4 自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1 の視点≫ 

4－1－① 大学の使命・目的に即した自主的･自律的な自己点検･評価 

4－1－② 自己点検・評価体制の適切性 

4－1－③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

 

(1)  4－1 の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

(2) 4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4－1－① 大学の使命・目的に即した自主的･自律的な自己点検･評価 

本学では学則第２条及び本学大学院学則第２条においての「教育研究水準の向上を図り、

前条の目的及び社会的使命を達成するため，本学における教育研究活動等の状況について

自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする」という目的を達成するために

「プール学院大学自己点検・評価規程」及び「プール学院大学大学院自己点検・評価規程」

を定めている。 

平成 24(2012)年度以降の自己点検・評価については、日本高等教育評価機構が定める大

学評価基準（平成 24(2012)年度以降の新基準）により実施している。 

 

4－1－② 自己点検・評価体制の適切性 

 自己点検･評価を恒常的に実施するための体制としては、「プール学院大学自己点検・評

価委員会」「プール学院大学大学院自己点検・評価委員会」の設置を規定している。自己点

検・評価委員会の組織構成は以下のとおりである。 

 

表４－１－１ 自己点検・評価委員会の組織構成 

 大 学 大 学 院 

委員長 学長 学長 

構成員 副学長、学科長、教務部長、事務局長、 

総務課長、その他委員長が指名する者 

副学長、国際文化学研究科長、 

事務局長、総務課長、その他委員長

が指名する者 

 

学長を中心として、主要な機関の長や事務局の管理職で構成することにより、全学的な

実施体制を構築している。 

自己点検・評価委員会では、「プール学院大学自己点検・評価規程」第２条及び「プール

学院大学大学院自己点検・評価規程」第２条に定めるとおり、自己点検・評価の基本方針

を策定した上で、全学的に実施する。その結果をとりまとめて学長に報告することとして

いる。 

 なお、「プール学院大学自己点検・評価規程」第９条及び「プール学院大学大学院自己点

検・評価規程」第９条に定めている実施機関は以下のとおりである。 
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表４－１－２ 自己点検・評価委員の実施機関 

 大学 大学院 

実施機関 学科、各研究所、各センター、 

各種委員会、図書館、教務部、 

学生部、事務局、その他委員会 

が必要と認める機関 

大学院研究科、大学院各種委員会、 

その他委員会が必要と認める機関 

 

また、自己点検・評価委員会では、各教員に対して毎年度、自己評価を要請している。

これは、教員個人が本学独自の視点に基づいた自己点検・評価を行うもので、評価項目に

は担当科目や研究活動、社会活動などを設定している。全教員の報告書は、自己点検・評

価委員会がとりまとめ、学長へ報告している。教員が自らの教育研究活動を振り返ること

により、次年度の授業改善や活動計画の作成にも役立っている。 

結果のフィードバックとしては各実施機関や個人単位で行われているだけでなく、執行

部会議や運営委員会等で学長を筆頭に全学的な観点から課題の解決に取り組み、教育研究

水準の向上に努めている。 

このように、本学では自己点検・評価について、恒常的な実施体制を整え、実施してい

る。 

 

4－1－③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

 本学では、各実施機関及び個人のレベルで改善・向上を志向した自己点検・評価を毎年

行っている。これは「プール学院大学自己点検・評価規程」第 11 条にて定めている。 

平成 19(2007)年度及び平成 26(2014)年度には、文部科学省が認めた認証評価機関による

大学機関別認証評価を受審しており、学校教育法に定められた高等教育機関としての責務

も果たしている。 

自己点検・評価については、１年単位で行われているが、自己点検・評価報告書につい

ては、小規模大学である本学の事務的な負担を軽減する目的で、２年度分を合冊にする場

合もある。 

以上のように、１年サイクルの自己点検・評価の活動を中心に、本学の自己点検・評価

は適切な周期で行われている。 

 

(3)  4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

本学では、大学の使命・目的に即し、かつ学長を中心とした全学的な組織体制で、定期

的に自己点検・評価を実施している。ただし、自己点検・評価の質を高めるために、本学

の現状を踏まえ、実施体制や周期等の妥当性を継続的に検討していく。また、各実施機関

がこれまで以上に主体的に関わるよう、自己点検・評価委員会で意識の向上や体制の強化

に努める。 

 

 

4－2 自己点検・評価の誠実性 
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≪4－2 の視点≫ 

4－2－① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

4－2－② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

4－2－③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

(1)  4－2 の自己判定 

 基準項目４－２を満たしている。 

 

(2)  4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4－2－① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

 自己点検・評価の実施については、学則、教授会議事録、理事会議事録、各種規程、各

種の統計等を根拠としており、エビデンスに基づいた透明性の高いものである。項目によ

っては、複数のエビデンスを用いているため、多角的に精査された自己点検・評価を実現

している。 

 

4－2－② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

 「在学生アンケート」、教育情報、財務情報等のデータは、大学の教育研究及び管理運営

において重要なものであり、各実施機関がそれぞれの観点から収集し、分析している。例

えば、学生部は「在学生アンケート」、教務部は毎学期の途中に実施する「授業アンケート」、

入試広報センターでは入試に関する数値的データの収集等を行っており、各実施機関では

それらのデータをもとに改善・向上を志向した取り組みを恒常的に行っている。 

また、本学では様々なデータを分析し、改善・向上を図るために IR・FD委員会を設置し

ている。 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析を行うための体制は、整備されてい

る。 

 

4－2－③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

 自己点検・評価の結果の公表については、本学ホームページを通じて行っている。平成

19(2007)年度及び平成 26(2014)年度の日本高等教育評価機構による認証評価については、

当該年度の自己点検・評価報告書を公開した上で、認証評価結果についても同機構にリン

クさせて閲覧が可能な状態になっている。自己点検・評価書については、本学ホームペー

ジでも公開している。 

また、教員個人の自己点検・評価については、「教育・研究・大学運営に関する自己評価・

報告書」として冊子化し、図書館で閲覧可能としている。 

 

(3) 4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 IR・FD委員会におけるデータ収集・分析について、必要な事項を精査しつつ、より活発

的な活動を展開していく。 

自己点検・評価の結果の学内共有と社会へ公表については、実施後、速やかに対応でき

るよう実施体制を強化する。 

以上の点について、自己点検・評価委員会にて引き続き検討していく。 
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4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3 の視点≫ 

4－3－① 自己点検・評価の結果の活用のためのＰＤＣＡサイクルの仕組みの確立と機能

性 

(1)  4－3 の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

(2)  4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4－3－① 自己点検・評価の結果の活用のためのＰＤＣＡサイクルの仕組みの確立と機能性 

 これまで述べてきたとおり、本学の自己点検・評価の中核をなすものは各実施機関と個

人により提出される自己点検・評価報告である。この報告においては、PDCAサイクルの後

半にあたる C（結果の判定）と A（改善計画の策定）が行われている。一方、各実施機関や

個人の年間の業務は、前年度の改善計画を受けた P（年間計画）と D（その実行）に向けら

れ、年度末には次の報告がなされるといったサイクルが確立している。 

 平成 25(2013)年に作成された「経営改善計画」においては、法人全体の観点から自己点

検・評価の結果を反映した教学改革計画等の中長期的な改善・向上のための計画が提示さ

れており、全学的にも「経営改善計画」に則った改善・向上が志向されている。また、「学

生支援センター」や「教職センター」など新しい機関を設置したが、これは自己点検・評

価を踏まえて設置されたものであり、PDCAサイクルが確立されていることを立証している。 

このように、自己点検・評価による結果を教育研究、大学運営の改善・向上につなげる

仕組みを構築し、適切に機能させている。 

 

(3) 4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

本学は小規模な大学であり、学長を中心に全学的な観点から、自己点検・評価結果の活

用状況を見通すことができるのが利点である。今以上に効果的に自主点検・評価を実施す

るために、情報共有のシステムや各実施機関の連携を意識した自己点検・評価をめざす。 

また、PDCAサイクルを年度単位の周期で実施する一方で、経営改善計画は５カ年の計画

であるため、法人全体の動向も視野に入れた大学運営に努めていく。 

 

 

[基準 4 の自己評価] 

 本学の自己点検・評価は、規程に基づき、全学的な体制で実施されている。また、エビ

デンスとなる各種データや資料を適切に収集しており、客観性と透明性を確保している。

各教員を対象とした自己点検・評価は、本学の特徴的な取り組みであり、教員の資質向上

に寄与している。 

自己点検・評価の結果は、報告書にまとめて学内で共有し、各実施機関で改善・向上に

役立てており、PDCAサイクルは機能している。 

 以上にように、本学は基準４を満たしている。 

 



プール学院大学 

60 

 

基準 A. 地域連携 

 

A－１ 地域連携の推進 

《A－1 の視点》  

A－1－① 地域連携の推進を行う全学的な取組み 

A－1－② 公共・教育機関等との連携推進 

A－1－③ 企業等との連携推進 

 

(1)A－1 の自己判定  

基準項目 A－1 を満たしている。  

 

(2)A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）  

 

A－1－①地域連携の推進を行う全学的な取組み 

１．ミッションステートメントに基づいた全学的な取り組み 

本学の地域連携志向は元々、建学の理念に本質的に組み込まれたものである。「プール学

院ミッションステートメント」によれば、めざすべき人間像を次のように定めている。 

a．グローバルな視野に立ち、愛と教養を持って社会に貢献できる人間 

b．精神的なもの、目に見えないものに価値を置き他者に奉仕できる人間 

c．困難や逆境に負けない忍耐力を持った問題解決のできる人間 

 このなかで、特に「地域連携志向」に直接結び付く目的は、上記「a」に示された「社会

に貢献できる人間」の育成である。この点について、本学では具体的キーワードとして「地

域協働」を掲げ、学科を越えた全学的共通理念として、すべての教育・研究活動において

尊重すべき課題として位置づけている。 

なお、地域連携は、大学・短期大学部で一体的に取り組んでおり、基準 Aで示す活動内

容には短期大学部が関わるものを含めている。 

 

２．地域連携事業 

地域連携事業を円滑に実施するために本学では、「プール学院大学・プール学院大学短期

大学部地域・国際センター規程」を定めている。その規程に地域連携事業の範囲を地方公

共団体等、産業界、小・中・高等学校等と定めている。規程を実践するための学内組織と

して、本学では「地域・国際センター」を設置している。また、センターの業務を円滑に

実施・運営するため、地域・国際委員会を設置している。センター長のもとに、地域・国

際の各部門長、各学科長、教務部長、キャリアサポートセンター長、事務局長、学生課長

で組織し、大学・短期大学部にわたり全学的に推進する体制を構築している。 

  

 以上のように、地域連携の推進を行うための規程の整備、実施組織としてのセンター

が設置され、全学的な取り組みができている。さらに、構成員は、センターの運営を全学

的に反映できる権限を有しているため、情報共有できる体制を含めて全学的な取組を実施

できる体制として評価できる。 
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A－1－②公共・教育機関等との連携推進 

１．連携協定 

公共・教育機関等との連携協定を結ぶことは、地域連携を推進していく上で重要な役割

を果たす。これまでに、近隣の堺市、泉大津市、四條畷市と連携協定を結んでいる。 

教育委員会との連携協定は、堺市、大阪府、大阪市、泉大津市、和泉市、河内長野市、

大阪狭山市、貝塚市、岸和田市、高石市、八尾市、阪南市、橋本市、和歌山市と締結して

いる。 

 

２．教職員の地域活動の推進 

 本学の教職員は、連携協定の使命を達成するために連携協定機関と積極的な活動を展開

している。具体的には、自治体の各種委員をはじめ、研修会の講師に至るまで多様な活動

を行っている。 

 

３．学生の地域活動の推進 

 学生による地域活動の推進として、本学から海外留学・研修を経験した学生が、近隣の

堺市立小学校を訪問し、海外での経験を話し、交流するプログラムを継続的に行っている。 

  

４．ボランティア活動への参加 

本学の学生は、近隣の小・中学校や地域の施設などからの依頼を受けて積極的にボラン

ティア活動に参加している。特に所在地の堺市では、小・中学校の放課後支援を行う、マ

イスタディスタッフとして参加している。また、堺市教育センター、泉大津市の不登校児

童の支援センター等の関連施設、堺市観光ガイドにもボランティアとして参加している。

さらに、東日本大震災ボランティアとして、毎年度、夏季休業期間中に学生と教職員がボ

ランティアを実施している。 

 

５．近隣施設との連携活動 

本学では、近隣施設からの依頼を受けて教職員及び学生が積極的に支援活動を展開して

いる。主な取り組みとしては、本学にある菜園を利用し、「ぽてっこクラブ」や学生クラブ

「青空ふれあいクラブ」が近隣の子どもたちや保護者を集め、一緒に作物を収穫し調理し

て食す、地域菜園活動を行い、子育て支援活動を行っている。連携協定を結んでいる大阪

府立堺西高等学校とは協働で、地域連携の一環でスポーツを楽しむ「スポーツキッズプロ

グラム」を連続して開催している。堺市南区主催のイベント「キャンドルナイト」には、

学生会役員会が企画段階から参加し、イベント当日、ハンドベル部演奏・ステージ司会・

模擬店などを行っている。 

本学のテニスコート、体育館、チャペル（ホール）等の施設・設備を、近隣の小・中学

校のクラブ活動、地域のテニスクラブ、地域の団体、自治体（管轄の南堺警察署）などに

貸し出している。本学が事務局のテニスクラブには地域の方々約 90 人が登録・加盟し、活

動を行っている。 
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 以上のように、公共・教育機関等との連携推進の取り組みは、積極的に行われている。

大学として連携協定を積極的に締結し、人的資源の活用を通じて地域社会に貢献している。

さらに、学生の海外研修活動を地域に還元できる体制づくりは、地域への貢献のみならず

人材の育成プログラムの一環として機能していることから評価できる。 

 

A－1－③企業等との連携推進活動 

 本学では、堺経営者協会の会員として加盟しており、加盟企業とも密接な関係を築いて

いる。特にインターンシップ時の学生の受け入れや、就職に向けて連携を図っている。ま

た、個別の企業と協働したプログラムを実施し、プログラムを体験することで社会人基礎

力の育成につなげている。 

主な取組としては、北花田阪急百貨店と協働して、堺の食品、雑貨、伝統工芸品のイベ

ント「堺まるしぇ」を開催し、学生が商品企画から販売まで参画した。 

  企業等との連携推進活動は、学生の就職支援に直接関与するものもある。プログラム体

験活動を通じて、社会人基礎力の向上となる実践的な活動もあり、有意義な活動内容にな

っている点で評価できる。 

  

表 A- 1- 1 平成 27（2015）年度 地域連携実施プログラム 
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A－１の改善・向上方策（将来計画） 

 地元の堺市をはじめ、公共教育機関や企業との連携を一層強化する。また、周辺の高等

学校との高大連携を推進する。 

 学内では地域・国際センターを核として、地域連携の活動内容を積極的に情報発信して

いく。 

 また、平成 28(2016)年度から地域社会に根ざした実践的な学びが学生たちの大きな成長

を後押しすると考え、Ｕ６（芸術表現、スポーツ、自然園芸、サイエンス、グローバル、

子ども英語）の６つのユニットを設け、授業として地域活動や社会と密接したプログラム

に参加できるシステムを構築し、実施している。 

 

[基準 A の自己評価] 

本学では、地域に貢献できる人材を育成するため、地域・国際センターを設置し、全学

的な取り組みに向けた体制を整備している。近隣の自治体や教育委員会とも連携協定を締

結しており、地域連携を進める上での基盤を構築している。 

具体的な地域連携活動は、自治体委員会への参加、近隣小学校の児童と学生の交流、ボ

ランティア活動、近隣施設や企業との連携活動など幅広い。学生は様々な地域連携活動へ

の参加を通じて、実践的な学修機会を得るとともに、将来のキャリア形成にもつなげてい

る。 

加えて、平成 28(2016)年度からＵ６を設け、授業として地域活動や社会と密接したプロ
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グラムに参加できるシステムを構築し実施し始めている。 

また、本学の地域連携は、「プール学院ミッションステートメント」に掲げる「社会貢献」

を実現するものであり、積極的な諸活動は、地域社会の発展に寄与している。 

以上のように、本学は基準 Aを満たしている。 
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基準 B 支援を要する学生への組織的取り組み  

 

B-1 支援を要する学生への組織的取り組み 

《B－1 の視点》  

B－1－① 組織的な体制による修学支援 

B－1－② 大学入学前からの支援体制の確立 

B－1－③ 学内及び学外機関との連携 

B－1－④ 地域との連携 

 

(1)B－1 の自己判定  

基準項目 B－1 を満たしている。  

 

(2)B－1－①の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）  

  

B－１－①組織的な体制による修学支援 

１．「学生支援センター」の概要 

本学では、平成 19(2007)年度からの４年間、学生支援 GP事業として「発達障害を有す

る学生への支援活動」を実施してきた。事業期間が終了した平成 23(2011)年４月以降は、

発達障がいのある学生に限らず、メンタル的な支援や学習支援を必要とする学生も包括的

にサポートする「学生支援センター」に引き継がれた。 

「学生支援センター」では、大学と短期大学部に共通した取組として、学生が抱える学

習、進路、対人関係、心身の健康など様々な相談に応じながら支援している。学生個々の

ニーズに対して、人的・組織的な連携で支援する取組であり、チューター制度のバックア

ップにもなっている。 

また、「学生支援センター」には、相談窓口の他に、パソコンや自習スペースを設置して

おり、全ての学生が気軽に利用できる場として定着している。学内で安心できる居場所と

して利用する学生も少なくない。 

 

２．「学生支援センター」の施設 

 「学生支援センター」は、①パソコンを用いて自習できる PCエリア②視聴覚教材を用い

て学習できる DVDエリア③相談や教材を用いて自習できる自習エリア、の３エリアで構成

されている。 

 その他、計２室の多目的室を配置しており、グループ学習や教員と学生の個別面談、会

議に活用されている。 

 

３．「学生支援センター」における支援体制 

「学生支援センター」には、学生支援センター長のもと、副センター長、支援コーディ

ネーター補佐（カウンセラー）、専属の職員を配置している。スタッフは、それぞれの役割

に応じて、支援学生へのアセスメント、発達検査、教育支援計画の作成、個別保護者面談、

「ケース会議」のコーディネート、医療・福祉機関との連携などを行っている。 
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４．「学生支援センター」を中心としたサポート体制 

「学生支援センター」を運営管理するために、平成 23(2011)年度より、学生支援委員会

を定例で開催する委員会として位置づけた。 

 

図 B－１－１ 学生支援センターを中心としたサポート体制 

 

 

 学生支援委員会では、「学生支援センター」の運営、援助を必要とする学生の修学支援に

関わる委員会と各部署間のコーディネートを行っている。 

 その一方で、個々の学生に対する具体的なサポート方針を検討するために、「ケース会議」

を実施している。「ケース会議」には、「学生支援センター」のスタッフをはじめ、チュー

ターや関係部署の教職員が参加し、「ケースカンファレンスシート（個別支援計画）」を作

成しながら、①支援内容②支援担当者③実施期間を決定している。実施期間の終了後には、

支援の実施状況を確認している。 

 「コアスタッフ会議」については、毎週１回開催し、「学生支援センター」のスタッフ間

で情報共有を図っている。「拡大スタッフ会議」は、学内の関係部署との連携強化を目的と

し、毎月１回、「学生支援センター」のスタッフ、カウンセリングルームのカウンセラー、

医務室の職員で情報共有や意見交換を行っている。 

 

５．「ケース会議」の検討内容 

「ケース会議」では、学生が抱える課題によって、特別支援、問題行動、メンタル面、

身体面に分類している。 
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「学生支援センター」では、発達検査や行動観察のアセスメントにより、学生の特性・

環境・問題状況等などを明確化している。これは、「ケース会議」で支援方針を検討する上

での重要な資料となっている。 

「ケース会議」での情報については、個人情報の保護に配慮しながら、教職員が共有し

ている。特に、チューターを中心にした学習面・心理面・社会面・進路面・生活面・健康

面の総合的なサポートに活用されているが、チューターに支援の全てを委ねるのではなく、

「学生支援センター」のスタッフや関係部署の教職員が連携した支援を実施している。組

織的な支援により、個々のチューターの力量に左右されず、学生への指導・援助の公平性

と全体の整合性が確保されている。 

 

６．特別支援授業  

特別支援が必要な学生を対象として「スタディスキル」「ソーシャルスキル」などの特別

支援授業を開設している。特別支援授業は、コミュニケーション力の育成など学生の状況

に応じた授業内容を編成しており、学習成果を単位化している。 

 

B－１－② 大学入学前からの支援体制の確立 

 配慮を要する入学志願者については、入学前から本人、保護者、高等学校等と相談・連

携しながら、入学後の修学支援が十分に行えるよう取り組んでいる。「学生支援センター」

では、入試広報センターと連携し、一人の学生に対して「事前面談」「公式面談」「入学前

確認面談」と３回の面談を実施している。面談を通じて、入学志願者が入学後の支援内容

を認識することは、大１ギャップ（大学入学後の障壁）を乗り越える重要な手段となって

いる。なお、面談の結果、入試において、障がいの特性に沿った試験時間延長や別室受験

などの配慮を講じることもある。 

入学後には、大１ギャップへの支援として、個別の履修指導や配慮を要請する文書配付、

個別な特別支援授業などを実施している。教務ガイダンスのような全体指導では理解でき

ない学生に対しては、チューターや教務課とも連携し、個別の履修相談で支援している。 

以上のように、入学前から入学直後においても、学生を手厚く支援する体制が整備され

ており、休退学を予防する仕組みとしても機能している。 

  

B－1－③ 学内及び学外機関との連携 

連携する医療機関には、２ヶ月に１回程度訪問し、学生の通院や投薬について情報交換

している。通院や投薬の状況を把握すると同時に、保護者とも連携し、怠薬に対する指導、

学生への通院指導を行っている。 

キャリアサポートセンター及び就労移行支援事務所と連携し、保護者・本人向けのキャ

リア説明会を実施している。この説明会では、就労に関する情報を提供し、就労に結びつ

くよう働きかけている。また、卒業後に学生がひきこもらずに、就労体験や職業訓練に取

組めるよう支援している。 

特に、「クロスジョブ」「ジョブジョイントおおさか」とは密接な連携のもと、卒業生の

職業訓練や就労体験を実施している。在学生に対しても外部の専門機関と連携することに

より、就労体験や職業訓練の機会を広げている。「クロスジョブ」とは、新たな連携プログ
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ラムとして、在学中から職業訓練を開始するプログラムを検討している。このプログラム

の目的は、支援学生の早期就労を目指すものであり、平成 27（2015）年度より実施してい

る。 

他にも様々な外部機関と連携することにより、学生はそれぞれに必要な支援を受けるこ

とができる。 

 以上のように、学内及び学外組織との連携体制が整備されている。 

 

B－1－④ 地域との連携 

 学生支援センターでは、地域貢献の一環として、平成 25 年（2013）年度より、国際障害

者交流センタービッグ・アイと連携して、「発達障がいフォーラム」を開催している。平成

27（2015）年度からは、「育てにくい子どもを持つ父親の教室」を実施している。 

 

B－１の改善・向上方策（将来計画） 

 学生の組織的な支援は、各部署間、教職員間における学生の情報共有を前提としている

ため、引き続き、個人情報遵守の徹底を図る。 

なお、「学生支援センター」のスタッフは限られた人員であることから、連携する外部機

関の選定にあたっては、効率性や必要性を十分に精査する。 

 

 

【基準 B の自己評価】 

本学では、発達障がいのある学生をはじめ、すべての学生を総合的に支援するために「学

生支援センター」を設置している。「学生支援センター」では、チューターや学内の各部署、

学外機関とも連携しており、組織的な支援体制が構築されている。特に、「ケース会議」は

学生個別の支援行動を検討し、指導・援助の役割を明確化する特別支援授業である。 

また、入学前の段階から個別面談を実施し、修学面も含めて円滑な学生生活を過ごせる

よう配慮している。 

これらは、建学の理念における「キリスト教の精神を根底とする霊的人格教育」に合致

したものである。 

以上のように、本学は基準 Bを満たしている。 

 


